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第１編  総  論 

 

第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等 

 
 

 １ 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ、構成等 

 

  ⑴ 市の責務 

市（市長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。）は、武力攻撃事態等において、武力攻撃事態等に

おける国民の保護のための措置に関する法律（以下「国民保護法」という。） その他の法令、国民の保護

に関する基本指針（平成１７年３月閣議決定。以下「基本指針」という。）及び兵庫県の国民の保護に関

する計画（以下「県保護計画」という。） を踏まえ、南あわじ市の国民の保護に関する計画（以下「市保

護計画」という。） に基づき、市民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護のための措

置（以下「国民保護措置」という。） を的確かつ迅速に実施し、その区域において関係機関が実施する国

民保護措置を総合的に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ （省略） 

 

⑶ 市保護計画に定める事項 

市保護計画においては、その区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項、市が実施する国民保

護措置に関する事項等国民保護法第３５条第２項各号に掲げる事項について定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ （省略） 

 

２ 計画の対象 

市保護計画においては、市の区域内に居住している人はもとより、通勤、通学、旅行等で市の区域内に滞

在する人や市域を越えて避難してきたすべての人（外国人を含む）及び市の区域内において活動を行うすべ

ての法人その他の団体（以下、これらを「市民という。」）を保護の対象とする。 

 

 ３ （省略） 

第１編  総  論 

 

第１章 市の責務、計画の位置づけ、構成等 

 
 

 １ 市の責務及び市国民保護計画の位置づけ、構成等 

 

⑴ 市の責務 

市（市長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。）は、武力攻撃事態等において、武力攻撃事態等

における国民の保護のための措置に関する法律（以下「国民保護法」という。） その他の法令、国民

の保護に関する基本指針（平成 17 年 3 月閣議決定。以下「基本指針」という。）及び兵庫県の国民の

保護に関する計画（以下「県保護計画」という。） を踏まえ、南あわじ市の国民の保護に関する計画

（以下「市保護計画」という。） に基づき、市民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民

の保護のための措置（以下「国民保護措置」という。） を的確かつ迅速に実施し、その区域において

関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。 

【市が実施する保護措置】 
① 警報の伝達、避難実施要領の策定、関係機関の調整その他の住民の避難に関する措置 

② 救援の実施、安否情報の収集及び提供その他の避難住民等の救援に関する措置 

③ 退避の指示、警戒区域の設定、消防、廃棄物の処理、被災情報の収集その他の武力攻撃災害への対

処に関する措置 

④ 水の安定的な供給その他の市民生活の安定に関する措置 

⑤ 武力攻撃災害の復旧に関する措置 

 

⑵ （省略） 

 

⑶ 市保護計画に定める事項 

市保護計画においては、その区域に係る国民保護措置の総合的な推進に関する事項、市が実施する国

民保護措置に関する事項等国民保護法第３５条第２項各号に掲げる事項について定める。 

【市保護計画に定める事項】 

① 市の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項 

② 市が実施する国民の保護のための措置に関する事項 

③ 国民の保護のための措置を実施するための訓練並びに物資及び資材の備蓄に関する事項 

④ 国民の保護のための措置を実施するための体制に関する事項 

⑤ 国民の保護のための措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項 

⑥ 前各号に掲げるもののほか、市の区域に係る国民の保護のための措置に関し市長が必要と認める事

項 

 

⑷ （省略） 

 

２ 計画の対象 

   市保護計画においては、市の区域内に居住している人はもとより、通勤、通学、旅行等で市の区域内に

滞在する人や市域を越えて避難してきた全ての人（外国人を含む）及び市の区域内において活動を行う

全ての法人その他の団体（以下「市民」という。）を保護の対象とする。 

 

 ３ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

市は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を的確

かつ迅速に実施するため、以下のとおり、市の責務を明らかにするとともに、市の国民の保護に

関する計画の趣旨、構成等について定める。 

市は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を的確

かつ迅速に実施するため、以下のとおり、市の責務を明らかにするとともに、市の国民の保護に

関する計画の趣旨、構成等について定める。 
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第２章⑴～⑸ （省略） 

 

  ⑹ 高齢者、障害者等への配慮及び国際人道法の的確な実施 

    市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の保護について留

意する。 

    また、市は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法

の的確な実施を確保する。 

 

  ⑺ 指定公共機関等の自主性の尊重 

 

 

 

   市は、指定公共機関等の国民保護措置の実施方法については、指定公共機関等が武力攻撃事態等の状況に

即して自主的に判断するものであることに留意する。 

第２章⑴～⑸ （省略） 

 

  ⑹ 災害時要援護者への配慮及び国際人道法の的確な実施 

市は、国民保護措置の実施に当たっては、災害時要援護者の保護について留意する。 

 

また、市は、国民保護措置を実施するに当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道

法の的確な実施を確保する。 

 

  ⑺ 指定公共機関等の自主性の尊重その他の特別な配慮 

    市は、日本赤十字社が実施する保護措置については、その特性にかんがみ、その自主性を尊重すると

ともに、放送事業者である指定公共機関等が実施する保護措置については、放送の自律を保障すること

により、その言論その他表現の自由に特に配慮する。 

    また、市は、指定公共機関等の国民保護措置の実施方法については、指定公共機関等が武力攻撃事態

等の状況に即して自主的に判断するものであることに留意する。 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

 
 

 

 

第３章 関係機関の事務又は業務の大綱等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

市は、国民保護措置の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう、国民保護法におけ

る市の役割を確認するとともに、関係機関の連絡窓ロをあらかじめ把握しておく。 

市は、国民保護措置の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう、国民保護法におけ

る市の役割を確認するとともに、関係機関の連絡窓ロをあらかじめ把握しておく。 

国民の保護に関する措置の仕組み
国 （対策本部）

・警報の発令

県 （対策本部） 市町 （対策本部）

・警報の市町への通知 ・警報の伝達(サイレン等を使用)避

難
・避難住民の誘導
（避難実施要領の策定）

消防等を指揮、警察・
自衛隊等に誘導を要請

・救援

是正

是正

・避難の指示

（避難経路、交通手段等）

・救援に協力

・避難措置の指示

（要避難地域、避難先地域等）

・救援の指示

・避難の指示の伝達指示

指示救

援

・ 食品、生活必需品等
の給与
・ 収容施設の供与
・ 医療の提供 等

県

民

（協

力
）

指示
・武力攻撃災害の防御

・応急措置の実施 ・応急措置の実施
・大規模又は特殊な武力攻撃災害
（ＮＢＣ攻撃等）への対処

総合調整の要請

・武力攻撃災害への対処の指示
（消防庁長官による消防に関する指示）

・消防

措置の実施要請

総合調整の要請

措置の実施要請

総合調整総合調整
・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

・対策本部における
総合調整

指示

・生活関連等施設の安全確保

武
力
攻
撃
災
害
へ
の

対
処

・国民生活の安定

指定公共機関
指定地方公共機関

・放送事業者による警報等の放送 ・日本赤十字社による救援への協力

・運送事業者による住民・物資の運送 ・電気・ガス等の安定的な供給

警戒区域の設定・退避の指示警戒区域の設定・退避の指示

・緊急通報の発令

国、地方公共団体、指定公共機関等が相互に連携

※防災行政無線､公共ネットワーク、衛星通信等を活用するとともに､情報伝達システムの改善に向けた検討､整備に努める

市 
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○地方公共団体 （表省略） 

○自衛隊 （表省略） 

○指定地方行政機関 

 機関の名

称 

事務又は業務の大綱 

近畿管区警

察局～近畿

財務局 

神戸財務事

務所 

（省略） 

－ － 

近畿厚生局

～近畿運輸

局 

（省略） 

神戸運輸管

理部 

１ 運送事業者への連絡調整 

２ 運送施設及び船舶の安全保安 

－ 

 

－ 

－ 

 

－ 

神戸海洋気

象台 

１ 気象状況の把握及び情報の提供 

 

第五管区海

上保安本部

～近畿地方

環境事 

務所 

（省略） 

－ － 

 

 

○指定公共機関等 

機関の種類 機関の名称 事務又は業務の大綱 

 

放送事業者 

（指定公共機関） 

日本放送協会、朝日放送㈱、㈱

毎日 

放送、関西テレビ放送㈱、讃賣

テレビ 

放送㈱、大阪放送㈱ 

（指定地方公共機関） 

㈱サンテレビジョン、㈱ｋｉｓ

ｓ・ＦＭＫＯＢＥ、㈱ラジオ関

西 

 

１ 警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指

示の解除を含む。） の内容並びに緊急通報の内容

の放送 

１ 関係機関の事務又は業務の大綱 

 保護措置について、県、市、自衛隊、指定地方行政機関及び指定公共機関等は、おおむね次に掲げる業務を

処理する。 

○地方公共団体 （表省略） 

○自衛隊 （表省略） 

○指定地方行政機関 

 機関の名

称 

事務又は業務の大綱 

近畿管区警

察局～近畿

財務局 

神戸財務事

務所 

（省略） 

神戸税関 １ 輸入物資の通関手続 

近畿厚生局

～近畿運輸

局 

（省略） 

神戸運輸監

理部 

１ 運送事業者への連絡調整 

２ 運送施設及び船舶の安全保安 

大阪空港事

務所 

１ 飛行場使用に関する連絡調整 

２ 航空機の航行の安全確保 

東京航空交

通管制部 

１ 航空機の安全確保に係る管制上の措置 

神戸地方気

象台 

１ 気象状況の把握及び情報の提供 

 

第五管区海

上保安本部

～近畿地方

環境事 

務所 

（省略） 

近畿中部防

衛局 

１ 所管財産（周辺財産）の使用に関する連絡調整 

２ 米軍施設内通行等に関する連絡調整 

 

【指定公共機関等】 

機関の種類 機関の名称 事務又は業務の大綱 

 

放送事業者 

（指定公共機関） 

日本放送協会、朝日放送㈱、㈱

毎日 

放送、関西テレビ放送㈱、讀賣

テレビ 

放送㈱、大阪放送㈱ 

（指定地方公共機関） 

㈱サンテレビジョン、兵庫エフ

エム放送㈱、㈱ラジオ関西 

 

 

１ 警報及び避難の指示（警報の解除及び避難の指

示の解除を含む。） の内容並びに緊急通報の内

容の放送 

軽 微 

（県計画に即した修正） 
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運送事業者 （指定公共機関） 

佐川急便㈱、西濃運輸㈱、日本

通運 

㈱、福山通運㈱、ヤマト運輸㈱ 

（指定地方公共機関） 

淡路交通㈱、沼島汽船㈱、

（社）兵庫県トラック協会 

 

 

 

 

 

 

１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 （指定公共機関） 

西日本電信電話㈱、ＮＴＴコミ

ュニケーションズ㈱、ＫＤＤＩ

㈱、日本テレコム㈱、㈱ＮＴＴ

ドコモ関西、ソフトバンクモバ

イル㈱ 

１ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時

の設置における協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通

信の優先的取扱い 

電気事業者 （指定公共機関） 関西電力㈱ １ 電気の安定的な供給 

ガス事業者 （指定地方公共機関）(社)兵庫

県エルピーガス防災協会 

１ ガスの安定的な供給 

－  － 

 

病院その他医療

機関 

(社)兵庫県医師会 １ 医療の確保 

道路の管理者 （指定公共機関） 

本州四国連絡高速道路㈱ 

１ 道路の管理 

 

その他 日本郵政公社 １ 郵便の確保 

日本赤十字社 １ 救援への協力 

 

○その他の機関 

機関の種類 機関の名称 事務又は業務の大綱 

ガス事業者 兵庫県プロパンガス協会淡路支

部 

１ ガスの安定的な供給 

 

 

運送事業者 ①国内旅客船事業者 

（指定地方公共機関）沼島汽船

㈱ 

②バス事業者 

（指定地方公共機関）淡路交通

㈱、神姫バス㈱ 

③トラック事業者 

（指定公共機関） 

佐川急便㈱、西濃運輸㈱、日本

通運 

㈱、福山通運㈱、ヤマト運輸㈱ 

（指定地方公共機関） 

（一社）兵庫県トラック協会 

１ 避難住民の運送及び緊急物資の運送 

２ 旅客及び貨物の運送の確保 

電気通信事業者 （指定公共機関） 

西日本電信電話㈱、ＫＤＤＩ

㈱、 

ソフトバンク㈱、㈱ＮＴＴドコ

モ、エヌ・ティ・ティコミュニ

ケーションズ㈱ 

１ 避難施設における電話その他の通信設備の臨時

の設置における協力 

２ 通信の確保及び国民保護措置の実施に必要な通

信の優先的取扱い 

電気事業者 （指定公共機関） 関西電力

㈱、電力広域的運営推進機関 

１ 電気の安定的な供給 

ガス事業者 （指定地方公共機関）(一社)兵

庫県ＬＰガス協会 

１ ガスの安定的な供給 

日本郵便㈱  １ 郵便の確保 

病院その他医療

機関 

（指定地方公共機関）(一社)兵

庫県医師会 

１ 医療の確保 

道路の管理者 （指定公共機関） 

本州四国連絡高速道路㈱ 

１ 道路の管理 

日本赤十字社 

 

 

 １ 救援への協力 

２ 外国人の安否情報の収集、整理及び回答 

 

 

 

日本銀行  １ 銀行券の発行並びに通貨及び金融の調整 

２ 銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済

の円滑の確保を通じた信用秩序の維持 
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○ 関係機関の連絡先 

兵庫県、指定地方行政機関、自衛隊、市、消防機関、指定公共機関等その他の関係機関の連絡先について

は、資料編に記載する。 

なお、関係機関の連絡先については、本計画とは別に一覧表を作成しておくこととし、随時、最新の情報へ

の更新を行うよう留意する。 

 

 

２ 関係機関の連絡先 

兵庫県、指定地方行政機関、自衛隊、市町、消防機関、指定公共機関等その他の関係機関の連絡先につい

ては、資料編に記載する。 

なお、関係機関の連絡先については、本計画とは別に一覧表を作成しておくこととし、随時、最新の情報

への更新を行うよう留意する。 

（記載事項）名称、担当部署、所在地、電話・ＦＡＸ、e-mail、その他の連絡方法 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 
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第４章 市の地理的、社会的特徴 

 
 

⑴ 地形 

南あわじ市は、淡路島の南西部に位置し、本市の総面積は、229.17ｋ㎡（国土地理院平成17年全国都道

府県市区町村別面積調）であり、淡路地域全体の38.5％、兵庫県全体の2.7％を占めている。 

南部、西部はそれぞれ紀伊水道、播磨灘に面し、北部の先山山地、南東部の諭鶴羽山地、西部の南辺寺

山地に囲まれた中央部には三原平野が広がっており、三原川が播磨灘へと注いでいる。また、灘漁港沖合

４ｋｍには、離島である沼島を有している。 

 

⑵ 気候 

本市の気候は、瀬戸内式気候区に属し、穏やかな気候である。 

過去10年間の平均気温は16.1℃、同じく、年平均降水量は1,240.0㎜で、冬期は比較的暖かく、雨は夏場に

多く冬場に少なくなっている。 

 

⑶ 人口分布 

本市の人口は、平成17年の国勢調査によると総人口は52,283人で、平成12年に比べ約５％減少してお

り、この減少傾向は、昭和25年以降続いている。年齢階層別に見ると、年少人口（15歳未満） が13.6％、

生産年齢人口（15歳以上65歳未満） が59.5％、老年人口（65歳以上） が26.9％であり、兵庫県平均（順

に14.2％、65.6％、19.8％）と比較すると、高齢化が非常に速いペースで進行している。 

昼夜間人口については、隣接地域への従業・通学により、昼夜率96.9％ （平成12年国勢調査） となっ

ている。 

   国勢調査による人口推移（各年10月１日現在） 

    年 

階層 

昭和55年 昭和60年 平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 

総人口 57,744 57,690 57,526 56,664 54,979 52,283 

年少人口 

（0～14

歳） 

12,372 11,883 10,557 9,374 8,249 7,101 

21.4％ 20.6％ 18.4％ 16.5％ 15.0％ 13.6％ 

生産年齢人

口 

（15～64

歳） 

36,770 36,424 36,452 35,254 33,433 31,124 

63.7％ 63.1％ 63.4％ 62.2％ 60.8％ 59.5％ 

老年人口 

（65歳以

上） 

8,602 9,383 10,517 12,036 13,297 14,058 

14.9％ 16.2％ 18.3％ 21.2％ 24.2％ 26.9％ 

世帯数 15,544 15,490 16,017 16,716 17,140 17,044 

一世帯当り

人員 
3.71 3.72 3.59 3.39 3.21 3.07 

 

  ⑷～⑸ （省略） 

 

 

 

 

第４章 市の地理的、社会的特徴 

 
 

⑴ 地形 

本市は、淡路島の南西部に位置し、本市の総面積は、229.01ｋ㎡（国土地理院平成30年全国都道府県

市区町村別面積調）であり、淡路地域全体の38.4％、兵庫県全体の2.7％を占めている。 

南部、西部はそれぞれ紀伊水道、播磨灘に面し、北部の先山山地、南東部の諭鶴羽山地、西部の南辺

寺山地に囲まれた中央部には三原平野が広がっており、三原川が播磨灘へと注いでいる。また、灘漁港

沖合４ｋｍには、離島である沼島を有している。 

 

⑵ 気候 

本市の気候は、瀬戸内式気候区に属し、穏やかな気候である。 

過去10年間の平均気温は16.0℃、同じく、年平均降水量は1,579.8㎜で、冬期は比較的暖かく、雨は夏

場に多く冬場に少なくなっている。 

 

⑶ 人口分布 

本市の人口は、平成27年の国勢調査によると総人口は46,912人で、平成22年に比べ約６％減少してお

り、この減少傾向は、昭和25年以降続いている。年齢階層別に見ると、年少人口（15歳未満） が

12.3％、生産年齢人口（15歳以上65歳未満） が54.2％、老年人口（65歳以上） が33.5％であり、兵庫

県平均（順に12.8％、59.3％、26.8％）と比較すると、高齢化が非常に速いペースで進行している。 

昼夜間人口については、隣接地域への従業・通学により、昼夜率96.8％ （平成27年国勢調査） とな

っている。 

   国勢調査による人口推移（各年10月１日現在） 

    年 

階層 

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 

総人口 57,526 56,664 54,979 52,283 49,834 46,912 

年少人口 

（0～14

歳） 

10,557 9,374 8,249 7,101 6,387 5,760 

18.4％ 16.5％ 15.0％ 13.6％ 12.8％ 12.3％ 

生産年齢人

口 

（15～64

歳） 

36,452 35,254 33,433 31,124 28,791 25,404 

63.4％ 62.2％ 60.8％ 59.5％ 57.8％ 54.2％ 

老年人口 

（65歳以

上） 

10,517 12,036 13,297 14,058 14,616 15,679 

18.3％ 21.2％ 24.2％ 26.9％ 29.3％ 33.5％ 

世帯数 16,017 16,716 17,140 17,044 16,981 16,968 

一世帯当り

人員 
3.59 3.39 3.21 3.07 2.93 2.76 

 

  ⑷～⑸ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（時点修正） 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（時点修正） 

 

 

軽 微 

（時点修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するため、その地理的、社会的特徴等について確認する

こととし、以下のとおり、国民保護措置の実施に当たり考慮しておくべき市の地理的、社会的特徴等

について定める。 

市は、国民保護措置を適切かつ迅速に実施するため、その地理的、社会的特徴等について確認する

こととし、以下のとおり、国民保護措置の実施に当たり考慮しておくべき市の地理的、社会的特徴等

について定める。 
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第５章 市保護計画が対象とする事態 

 

 

 １ 武力攻撃事態 
市保護計画においては、武力攻撃事態として、県保護計画において想定されている事態を対象とする。 

なお、市内における具体的な事態の想定については、今後県からの情報を踏まえ、関係機関と連携しなが

ら、研究・検討を進める。 

基本指針においては、以下に掲げる４類型が対象として想定されている。 

 

① 着上陸侵攻 

② ゲリラや特殊部隊による攻撃 

③ 弾道ミサイル攻撃 

④ 航空攻撃 

 

１ 武力攻撃事態等 

  ⑴ 武力攻撃事態等の定義 

    武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律（以下、「事

態対処法」という。） 第２条による武力攻撃事態等（武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態） の定義は、

以下のとおりである。 

 

【武力攻撃事態】 

武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態 

 

【武力攻撃予測事態】 

武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態 

 

  ⑵ （省略） 

 

  ⑶ ＮＢＣ攻撃の場合の対応 

    武力攻撃事態において、ＮＢＣ攻撃（核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃）が

行われた場合は、それぞれの特徴に応じた特殊な対応に留意する必要がある。 

事態の類型 特  徴 ・ 留 意 点 

核兵器等 【想定される主な被害】 

・核爆発によって、熱線、爆風及び初期核放射線が発生し、物質の燃焼、建造物

の破壊、放射能汚染の被害を短時間にもたらす。 

・放射性降下物（放射能をもった灰） は、爆発による上昇気流によって上空に吸

い上げられ、拡散、降下するため、熱線や爆風による被害よりも広範囲の地域に

被害が拡大する。 

・放射性降下物の皮膚への付着による外部被ばく、あるいは放射性降下物の吸飲

や汚染された飲料水や食物の摂取による内部被ばくにより、放射線障害が発生す

るおそれがある。 

・ダーティボムは、核兵器に比して小規模ではあるが、爆薬による爆発の被害と

放射能による被害をもたらす。 

 

【留意点】 

・熱線による熱傷や放射線障害等、核兵器特有の傷病に対する医療が必要とな

る。 

・避難に当たっては、風下方向を避け、手袋、帽子、ゴーグル、雨ガッパ等によ

り、少なくとも放射性降下物の皮膚への付着を抑えるとともに、口及び鼻を汚染

 

第５章 市保護計画が対象とする事態 

 
 

 １ 武力攻撃事態 
   市保護計画においては、武力攻撃事態として、県保護計画において想定されている事態を対象とする。 

なお、市内における具体的な事態の想定については、今後県からの情報を踏まえ、関係機関と連携しな

がら、研究・検討を進める。 

基本指針においては、以下に掲げる４類型が対象として想定されている。 

 

① 着上陸侵攻 

② ゲリラや特殊部隊による攻撃 

③ 弾道ミサイル攻撃 

④ 航空攻撃 

 

 １ 武力攻撃事態等 

  ⑴ 武力攻撃事態等の定義 

    武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関す

る法律（以下、「事態対処法」という。） 第２条による武力攻撃事態等（武力攻撃事態及び武力攻撃

予測事態） の定義は、以下のとおりである。 

 

【武力攻撃事態】 

武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態 

 

【武力攻撃予測事態】 

武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態 

 

  ⑵ （省略） 

 

  ⑶ ＮＢＣ攻撃の場合の対応 

武力攻撃事態において、ＮＢＣ攻撃（核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃）

が行われた場合は、それぞれの特徴に応じた特殊な対応に留意する必要がある。 

事態の類型 特  徴 ・ 留 意 点 

核兵器等 【想定される主な被害】 

・核爆発によって、熱線、爆風及び初期核放射線が発生し、物質の燃焼、建造物

の破壊、放射能汚染の被害を短時間にもたらす。 

・放射性降下物（放射能をもった灰） は、爆発による上昇気流によって上空に吸

い上げられ、拡散、降下するため、熱線や爆風による被害よりも広範囲の地域に

被害が拡大する。 

・放射性降下物の皮膚への付着による外部被ばく、あるいは放射性降下物の吸飲

や汚染された飲料水や食物の摂取による内部被ばくにより、放射線障害が発生す

るおそれがある。 

・ダーティボムは、核兵器に比して小規模ではあるが、爆薬による爆発の被害と

放射能による被害をもたらす。 

 

【留意点】 

・熱線による熱傷や放射線障害等、核兵器特有の傷病に対する医療が必要とな

る。 

・避難に当たっては、風下方向を避け、手袋、帽子、ゴーグル、雨ガッパ等によ

り、少なくとも放射性降下物の皮膚への付着を抑えるとともに、口及び鼻を汚染

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市保護計画においては、以下のとおり県保護計画において想定されている武力攻撃事態及び緊急対

処事態を対象とする。 

 

市保護計画においては、以下のとおり県保護計画において想定されている武力攻撃事態及び緊急対

処事態を対象とする。 
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されていないタオル等で保護するほか、汚染された疑いのある水や食物の摂取を

避けるなど、被爆を防止することが重要である。 

・放射性ヨウ素による体内汚染が予想されるときは、安定ヨウ素剤の服用等によ

り内部被ばくの低減に努める必要がある。 

・汚染地域への立入制限を確実に行い、救急救助活動や医療活動に当たる要員の

被ばく管理を適切にすることが重要である。 

生物兵器～化

学兵器 

（省略） 

 

 

されていないタオル等で保護するほか、汚染された疑いのある水や食物の摂取を

避けるなど、被ばくを防止することが重要である。 

・放射性ヨウ素による体内汚染が予想されるときは、安定ヨウ素剤の服用等によ

り内部被ばくの低減に努める必要がある。 

・汚染地域への立入制限を確実に行い、救急救助活動や医療活動に当たる要員の

被ばく管理を適切にすることが重要である。 

生物兵器～化

学兵器 

（省略） 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

２ 緊急対処事態 

 

  ⑴ 緊急対処事態の定義 

    事態対処法第２５条による緊急対処事態の定義は、以下のとおりである。 

 

【緊急対処事態】 

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する

明白な危険が切迫していると認められるに至った事態（後日対処基本方針において武力攻撃事態であるこ

との認定が行われることとなる事態を含む。）で、国家として緊急に対処することが必要なもの 

 

  ⑵ （省略） 

 

２ 緊急対処事態 

  市保護計画においては、緊急対処事態として、県保護計画において想定されている事態を対象とする。 

  ⑴ 緊急対処事態の定義 

    事態対処法第22条による緊急対処事態の定義は、以下のとおりである。 

 

【緊急対処事態】 

武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する

明白な危険が切迫していると認められるに至った事態（後日対処基本方針において武力攻撃事態である

ことの認定が行われることとなる事態を含む。）で、国家として緊急に対処することが必要なもの 

 

 ⑵ （省略） 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 
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第２編 平素からの備えや予防 

第１章 組織・体制の整備等 

 第１ 市における組織・体制の整備 

 
 

１ 市の各部課室における平素の業務 

 

   市の各部課室は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その準備に係る業務を必要に応じて総

務部防災課と協議して行う。 

※ 【市の各部課室における平素の業務】 

平素の業務（関係部課室等名） 

・市協議会の運営に関すること 

・市国民保護対策本部に関すること 

・避難実施要領の策定に関すること 

・物資及び資材の備蓄等に関すること 

・国民保護措置についての訓練に関すること 

・特殊標章等の交付等に関すること 

・安否情報の収集体制の整備に関すること（市民課） 

・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の伝達に関すること（情報課、ＣＡＴＶ） 

・避難施設の運営体制の整備に関すること（健康福祉部、教育委員会） 

・高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の安全確保及び支援体制の整備に関すること（健康福

祉部） 

・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること（健康福祉部） 

・廃棄物処理に関すること（生活環境課） 

・復旧に関すること（農業振興部、都市整備部、上下水道部他） 

※ 国民保護に関する業務の総括、各部課室間の調整、企画立案等については、総務部防災課長等の国

民保護担当責任者が行う。 

第２編 平素からの備えや予防 

第１章 組織・体制の整備等 

 第１ 市における組織・体制の整備 

 
 

１ 市の各部課室における平素の業務 

 

   市の各部課室は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、その準備に係る業務を必要に応じて危

機管理部危機管理課と協議して行う。 

※ 【市の各部課室における平素の業務】 

平素の業務（関係部課室等名） 

・市協議会の運営に関すること 

・市国民保護対策本部に関すること 

・避難実施要領の策定に関すること 

・物資及び資材の備蓄等に関すること 

・国民保護措置についての訓練に関すること 

・特殊標章等の交付等に関すること 

・安否情報の収集体制の整備に関すること（市民福祉部） 

・住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の伝達に関すること（総務企画部） 

・避難施設の運営体制の整備に関すること（市民福祉部、教育委員会） 

・災害時要援護者の安全確保及び支援体制の整備に関すること（市民福祉部） 

・医療、医薬品等の供給体制の整備に関すること（市民福祉部） 

・廃棄物処理に関すること（市民福祉部） 

・復旧に関すること（産業建設部、淡路広域水道企業団南あわじ市サービスセンター他） 

※ 国民保護に関する業務の総括、各部課室間の調整、企画立案等については、危機管理部危機管理課

長等の国民保護担当責任者が行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 初動体制の整備 

 

  ⑴～⑵ （省略） 

  

  ⑶ 職員の参集基準等 

    市は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、地域防災計画に基づき定められた第１～３号ま

での職員配備表を用い、その参集基準を定める。 

 

【職員参集基準】 

 配備態勢 発令基準 配備内容 

第１号配備～

第２号配備 

（省略） （省略） 

第３号配備 ① 市国民保護対策本部設置の通知を受けた場合 全職員を配置して、応急対策に万

全を期して当たる態勢 

 

  ⑷ （省略） 

 

２ 初動体制の整備 

 

  ⑴～⑵ （省略） 

 

  ⑶ 職員の参集基準等 

    市は、事態の状況に応じて適切な措置を講ずるため、地域防災計画に基づき定められた第１～３号ま

での職員配備表を用い、その参集基準を定める。 

 

【職員参集基準】 

 配備態勢 発令基準 配備内容 

第１号配備～

第２号配備 

（省略） （省略） 

第３号配備 ① 市国民保護対策本部設置の通知を受けた場合 全職員を配置して、応急対策に万

全を期してあたる態勢 

 

  ⑷ （省略） 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 幹部職員等の参集が困難な場合の対応 ⑸ 幹部職員等の参集が困難な場合の対応  

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施に必要な組織及び体制、職

員の配置及び服務基準等の整備を図る必要があることから、以下のとおり、各部局の平素の業務、職員

の参集基準等について定める。 

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国民保護措置の実施に必要な組織及び体制、職

員の配置及び服務基準等の整備を図る必要があることから、以下のとおり、各部局の平素の業務、職員

の参集基準等について定める。 
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    市の幹部職員及び国民保護担当職員が、交通の途絶、職員の被災などにより参集が困難な場合等も想

定し、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を代替職員として指定しておくなど、事態の状況に応じ

た職員の参集手段を確保する。 

なお、市対策本部長及び市対策副本部長の代替職員については、以下のとおりとする。 

 

【市対策本部長及び市対策副本部長の代替職員】 

名称 代替職員（第１順位） 代替職員（第２順位） 代替職員（第３順位） 

市長 助役 収入役 教育長 

助役 収入役 教育長 総務部長 

 

  ⑹～⑺ （省略） 

 

３ 消防機関の体制 

 

⑴ 淡路広域消防事務組合消防本部における体制 

   淡路広域消防事務組合消防本部は、市における参集基準等と同様に、淡路広域消防事務組合消防本部

における初動体制を整備するとともに、職員の参集基準を定める。その際、市は、淡路広域消防事務組

合消防本部における２４時間体制の状況を踏まえ、特に初動時における淡路広域消防事務組合消防本部

との緊密な連携を図り、一体的な国民保護措置が実施できる体制を整備する。 

 

⑵ （省略） 

 

第２ 関係機関との連携体制の整備 

 

１ 基本的考え方  ～ ３ 近接市との連携  （省略） 

 

４ 指定公共機関等との連携 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 関係機関の計画との整合性の確保 

    市は、国、県、他の市、指定公共機関等その他の関係機関の連絡先を把握するとともに、関係機関が

作成する国民保護計画及び国民保護業務計画との整合性の確保を図る。 

 

    また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう（財）日本中毒情報センター等の専門的な知見を有す

る機関との連携に努める。 

 

  ⑶ （省略） 

 

５ 市民との連携 

   

  ⑴ 住民との連携 

    市は、県と協力しながら、住民に対し、共助意識のある地域コニュニテイが形成されるよう、自治

会、自主防災組織等が行う地域における自主的な活動への支援に努める。 

 

  ⑵ ～⑷ （省略） 

 

第３ 通信の確保 （省略） 

 

第４ 情報収集・提供等の体制整備 

１ 基本的考え方  

  ⑴ （省略） 

    市の幹部職員及び国民保護担当職員が、交通の途絶、職員の被災などにより参集が困難な場合等も想

定し、あらかじめ、参集予定職員の次席の職員を代替職員として指定しておくなど、事態の状況に応じ

た職員の参集手段を確保する。 

    なお、市対策本部長及び市対策副本部長の代替職員については、以下のとおりとする。 

 

【市対策本部長及び市対策副本部長の代替職員】 

名称 代替職員（第１順位） 代替職員（第２順位） 

市長 副市長 総務企画部長 

副市長 総務企画部長 危機管理部長 

 

  ⑹～⑺ （省略） 

 

３ 消防機関の体制 

 

⑴ 淡路広域消防事務組合における体制 

   淡路広域消防事務組合は、市における参集基準等と同様に、淡路広域消防事務組合における初動体制

を整備するとともに、職員の参集基準を定める。その際、市は、淡路広域消防事務組合における２４時

間体制の状況を踏まえ、特に初動時における淡路広域消防事務組合との緊密な連携を図り、一体的な国

民保護措置が実施できる体制を整備する。 

 

⑵ （省略） 

 

第２ 関係機関との連携体制の整備 

 

１ 基本的考え方  ～ ３ 近接市との連携  （省略） 

 

４ 指定公共機関等との連携 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 医療機関との連携 

    市は、事態発生時に医療機関の活動が速やかに行われるよう消防機関とともに、災害拠点病院（淡路

地域：県立淡路医療センター）、医師会等との連絡体制を確認するとともに平素からの意見交換や訓練

を通じて、緊急時の医療ネットワークと広域的な連携を図る。 

    また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう（公財）日本中毒情報センター等の専門的な知見を有

する機関との連携に努める。 

 

  ⑶ （省略） 

 

５ 市民との連携 

   

  ⑴ 住民との連携 

    市は、県と協力しながら、住民に対し、共助意識のある地域コミュニティが形成されるよう、自治

会、自主防災組織等が行う地域における自主的な活動への支援に努める。 

 

  ⑵ ～⑷ （省略） 

 

第３ 通信の確保 （省略） 

 

第４ 情報収集・提供等の体制整備 

１ 基本的考え方  

  ⑴ （省略） 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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⑵ 体制の整備に当たっての留意事項 

    体制の整備に際しては、防災における体制を踏まえ、効率的な情報の収集、整理及び提供や、武力攻

撃災害により障害が発生した場合の通信の確保に留意する。 

    また、非常通信体制の確保に当たっては、自然災害時において確保している通信手段を活用するとと

もに、以下の事項に十分留意し、その運営・管理、整備等を行う。 

 

 

 

 

施

設 

・ 

設

備

面 

・非常通信設備等の情報通信手段の施設について、非常通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管理・運用体制の構築を図

る。 

・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備（有線・無線系、地上系・衛星系等による伝送路

の多ルート化等）、関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の整備について検討を図る。 

・無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携を図る。 

・武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要な非常通信設備を定期的に総点検する。 

 

 

 

運 

 

 

用 

 

 

面 

・夜間・休日の場合等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連絡体制の整備を図る。 

・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎への電源供給が絶たれた場合を想定した、

非常用電源を利用した関係機関との実践的通信訓練の実施を図る。 

・通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間や電源の確保等の条件を設定した上で、地域住

民への情報の伝達、避難先施設との間の通信の確保等に関する訓練を行うものとし、訓練終了後に評価を行い、必要に応じ体

制等の改善を行う。 

・無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し、武力攻撃事態等非常時における運用計画を定めるとともに、関係機

関との間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業務用移動通信を活用した運用方法等

についての十分な調整を図る。 

・電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る。 

・担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、職員担当者が被害を受けた場合に備え、円滑に他の職員が代行できるよ

うな体制の構築を図る。 

・市民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車両等を活用するとともに、高齢者、障害者、外国人その他の情

報の伝達に際し援護を要する者及びその他通常の手段では情報の入手が困難と考えられる者に対しても情報を伝達できるよう

必要な検討を行い、体制の整備を図る。 

  

２ 警報等の伝達に必要な準備 

   

  ⑴ 警報の伝達体制の整備 

市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等についてあらかじ

め定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。

この場合において、民生委員や社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するなど、高齢者、

障害者、外国人等に対する伝達に配慮する。 

 

  ⑵ 市民に対する情報伝達手段の整備 

市は、市民に対する情報伝達手段として、ＣＡＴＶ等のメディアを活用したり、アマチュア無線等の

 

  ⑵ 体制の整備に当たっての留意事項 

    体制の整備に際しては、防災における体制を踏まえ、効率的な情報の収集、整理及び提供や、武力攻

撃災害により障害が発生した場合の通信の確保に留意する。 

    また、非常通信体制の確保に当たっては、自然災害時において確保している通信手段を活用するとと

もに、以下の事項に十分留意し、その運営・管理、整備等を行う。 

 

 

 

 

施

設 

・ 

設

備

面 

・非常通信設備等の情報通信手段の施設について、非常通信の取扱いや機器の操作の習熟を含めた管理・運用体制の構築を図

る。 

・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、複数の情報伝達手段の整備（有線・無線系、地上系・衛星系等による伝送路

の多ルート化等）、関連機器装置の二重化等の障害発生時における情報収集体制の整備について検討を図る。 

・無線通信ネットワークの整備・拡充の推進及び相互接続等によるネットワーク間の連携を図る。 

・武力攻撃災害時において確実な利用ができるよう、国民保護措置の実施に必要な非常通信設備を定期的に総点検する。 

 

 

 

運 

 

 

用 

 

 

面 

・夜間・休日の場合等における体制を確保するとともに、平素から情報の収集・連絡体制の整備を図る。 

・武力攻撃災害による被害を受けた場合に備え、通信輻輳時及び途絶時並びに庁舎への電源供給が絶たれた場合を想定した、

非常用電源を利用した関係機関との実践的通信訓練の実施を図る。 

・通信訓練を行うに当たっては、地理的条件や交通事情等を想定し、実施時間や電源の確保等の条件を設定した上で、地域住

民への情報の伝達、避難先施設との間の通信の確保等に関する訓練を行うものとし、訓練終了後に評価を行い、必要に応じ体

制等の改善を行う。 

・無線通信系の通信輻輳時の混信等の対策に十分留意し、武力攻撃事態等非常時における運用計画を定めるとともに、関係機

関との間で携帯電話等の電気通信事業用移動通信及び防災行政無線、消防救急無線等の業務用移動通信を活用した運用方法等

についての十分な調整を図る。 

・電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等の効果的な活用を図る。 

・担当職員の役割・責任の明確化等を図るとともに、職員担当者が被害を受けた場合に備え、円滑に他の職員が代行できるよ

うな体制の構築を図る。 

・市民に情報を提供するに当たっては、防災行政無線、広報車両等を活用するとともに、災害時要援護者及びその他通常の手

段では情報の入手が困難と考えられる者に対しても情報を伝達できるよう必要な検討を行い、体制の整備を図る。 

  

２ 警報等の伝達に必要な準備 

   

  ⑴ 警報の伝達体制の整備 

    市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等についてあらかじ

め定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の理解が行き渡るよう事前に説明や周知を図

る。この場合において、民生委員や社会福祉協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するなど、災

害時要援護者に対する伝達に配慮する。 

 

  ⑵ 市民に対する情報伝達手段の整備 

市は、市民に対する情報伝達手段として、防災行政無線（同報系）のみならず、ＣＡＴＶ等のメディ

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

軽 微 
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情報ボランティアの協力を得たりするなどして、多様な通信連絡手段の整備充実に努める。 

 

また、携帯電話のメール機能を利用し、災害時等に緊急情報（地震情報、津波情報、気象情報） や避

難情報を発信する「ひょうご防災ネット」に参画し、市民への適切な情報伝達に努める。 

 

  ⑶ 全国瞬時警報システムと連動するＣＡＴＶ及び防災行政無線の整備 

市は、武力攻撃事態等における迅速な警報の内容の伝達等に必要となるＣＡＴＶ及び同報系その他の

防災行政無線の整備については、国が衛星通信ネットワ一クを通じて直接市町村の同報系防災行政無線

を起動し、サイレン吹鳴等を行う全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ） の開発・整備状況を勘案し

ながら、整備を図る。 

 

  ⑷ 県警察との連携 

   （省略） 

 

⑸～⑺ （省略） 

 

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 

 

  ⑴ 安否情報の種類及び報告様式 

市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否情報（以下参照） に関して、

武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必

要な事項を定める省令（以下「安否情報省令」という。） 第２条に規定する様式第３号の安否情報報告

書の様式により、県に報告する。 

 

アの活用や、アマチュア無線等の情報ボランティアの協力を得るなどして、多様な通信連絡手段の整備

充実に努める。 

また、携帯電話のメール機能を利用し、災害時等に緊急情報（地震情報、津波情報、気象情報） や避

難情報を発信する「ひょうご防災ネット」に参画し、市民への適切な情報伝達に努める。 

 

  ⑶ 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の活用 

弾道ミサイル情報等、対処に時間的余裕のない事態に関する情報については、国から住民まで瞬時に

伝達するシステムである全国瞬時警報システム（Ｊアラート）により情報伝達される。なお、情報伝達

手段については、携帯電話等に配信される緊急速報メール等も活用し、住民へ迅速かつ確実に情報を伝

達する。 

 

  ⑷ 県警察等との連携 

   （省略） 

 

⑸～⑺ （省略） 

 

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 

 

  ⑴ 安否情報の種類及び報告様式 

市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否情報（以下参照） に関して、

武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の

必要な事項を定める省令（以下「安否情報省令」という。） 第１条に規定する様式第１号及び第２号の

安否情報報告書の様式により、原則として、安否情報システムを用いて、県に報告する。 

 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

軽 微 

（用語の修正） 
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【収集・報告すべき情報】 

１ 避難住民（負傷した住民も同様） 

① 氏名 

② 出生の年月日 

③ 男女の別 

④ 住所  

⑤ 国籍（日本国籍を有しない者に限る。） 

⑥ ①～⑤のほか、個人を識別するための情報（前各号のいずれかに掲げる情報が不明であ

る場合において、当該情報に代えて個人を識別することができるものに限る。） 

⑦ 居所  

⑧ 負傷又は疾病の状況 

⑨ ⑦及び⑧のほか、連絡先その他安否の確認に必要と認められる情報 

２ 死亡した住民 

（上記①～⑥に加えて） 

⑩ 死亡の日時、場所及び状況 

 ⑪ 死体の所在 

 

 

【収集・報告すべき情報】（令23Ⅰ・Ⅱ・24Ⅰ） 

 
 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 
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軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

  ⑵～⑶ （省略） 

 

 

 

  ⑵～⑶ （省略） 
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４ 被災情報の収集・報告に必要な準備 

  

  ⑴ 情報収集・連絡体制の整備 

    市は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、あらかじめ情報収

集・連絡に当たる担当者を定めるとともに、必要な体制の整備を図る。 

 

【被災情報の報告様式】 

年 月 日に発生した○○○による被害（第 報） 

 

平成 年 月 日 

時 分 

南  あ  わ  じ  市 

 

１ 武力攻撃災害が発生した日時、場所（又は地域） 

（1） 発生日時  平成 年 月 日 

（2） 発生場所  南あわじ市△△町Ａ丁目Ｂ番Ｃ号（北緯 度、東経 度） 

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要 

３ 人的・物的被害状況 

   

市町村名 

人 的 被 害 住 家 被 害 そ の 他 

死 者 行方 

不明者 

負傷者 全壊 半壊  

重症 軽傷 

（人） （人） （人） （人） （棟） （棟）  

        
 

※ 可能な場合、死者について、死亡地の市町村名、死亡の年月日、性別、年齢及び死亡時の概況

を一人ずつ記入してください。 

市町村 年月日 性別 年齢 概   況 

     

     

     

                                          

                                      

 

  ⑵ （省略） 

  

 

 

 

 

 

 

４ 被災情報の収集・報告に必要な準備 

  

  ⑴ 情報収集・連絡体制の整備 

市は、被災情報の収集、整理及び知事への報告等を適時かつ適切に実施するため、あらかじめ情報収

集・連絡に当たる担当者を定めるとともに、必要な体制の整備を図る。 

 

【被災情報の報告様式】 

年 月 日に発生した○○○による被害（第 報） 

 

年  月  日 

時 分 

南  あ  わ  じ  市 

 

１ 武力攻撃災害が発生した日時、場所（又は地域） 

（1） 発生日時     年 月 日 

（2） 発生場所  南あわじ市△△町Ａ丁目Ｂ番Ｃ号（北緯 度、東経 度） 

２ 発生した武力攻撃災害の状況の概要 

３ 人的・物的被害状況 

   

市町村名 

人 的 被 害 住 家 被 害 そ の 他 

 死 者 行方 

不明者 

負傷者 全壊 大規模 

半壊 

半壊  

重症 軽傷 

（人） （人） （人） （人） （棟） （棟） （棟）  

         
 

※ 可能な場合、死者について、死亡地の市町村名、死亡の年月日、性別、年齢及び死亡時の概況

を一人ずつ記入してください。 

市町村 年月日 性別 年齢 概   況 

     

     

     

                                          

                                      

 

  ⑵ （省略） 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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第５ 研修及び訓練 

１ 研修 （省略） 

 

２ 訓練 

 

  ⑴ 市における訓練の実施 

    市は、近隣市、県、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置についての訓練を実施し、武力

攻撃事態等における対処能力の向上を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作成等、既存のノウハ

ウを活用するとともに、県警察、神戸海上保安部等、自衛隊等との連携を図る。 

 

 

 

 

  ⑵ 訓練の形態及び項目 

    訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて参加者に意思

決定を行わせる図上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的な訓練を実施する。 

また、防災訓練における実施項目を参考にしつつ、以下に示す訓練を実施する。 

① 市対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び市対策本部設置運営訓練 

② 警報・避難の指示等の内容の伝達訓練及び被災情報・安否情報に係る情報収集訓練 

③ 避難誘導訓練及び救援訓練 

 

⑶ 訓練に当たっての留意事項 

   ① （省略） 

   ② 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘導や救援等に当たり、自治会及び自

主防災組織の協力を求めるとともに、特に高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への的確な対応

が図られるよう留意する。 

   ③～⑥ （省略） 

 

第５ 研修及び訓練 

１ 研修 （省略） 

 

 ２ 訓練 

 

  ⑴ 市における訓練の実施 

    市は、近隣市、県、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置についての訓練を実施し、武力

攻撃事態等における対処能力の向上を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ作成等、既存のノウハ

ウを活用するとともに、県警察、神戸海上保安部等、自衛隊等関係機関との連携による、ＮＢＣ攻撃等

により発生する武力攻撃災害への対応訓練、広域にわたる避難訓練、地下への避難訓練等武力攻撃事態

等に特有な訓練等について、人口密集地を含む様々な場所や想定で行うとともに、実際に資機材や様々

な情報伝達手段を用いるなど実践的なものとするよう努める。 

 

  ⑵ 訓練の形態及び項目 

    訓練を計画するに当たっては、実際に人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて参加者に意思

決定を行わせる図上訓練等、実際の行動及び判断を伴う実践的な訓練を実施する。 

また、防災訓練における実施項目を参考にしつつ、以下に示す訓練を実施する。 

① 市対策本部を迅速に設置するための職員の参集訓練及び市対策本部設置運営訓練 

② 警報・避難の指示等の内容の通知・伝達訓練及び被災情報・安否情報に係る情報収集訓練 

③ 避難誘導訓練及び救援訓練 

 

  ⑶ 訓練に当たっての留意事項 

   ① （省略） 

   ② 国民保護措置についての訓練の実施においては、住民の避難誘導や救援等に当たり、自治会及び自

主防災組織の協力を求めるとともに、特に災害時要援護者への的確な対応が図られるよう留意する。 

 

   ③～⑥ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 

 

１ 避難に関する基本的事項 

⑴～⑵ （省略） 

 

  ⑶ 高齢者、障害者等災害時要援護者への配慮 

   ① 避難支援プランの活用 

     市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障害者等自ら避難することが困難な者の避難につい

て、自然災害時への対応として作成する避難支援プランを活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を講

じる。その際、避難誘導時において、災害・福祉関係部局を中心とした横断的な「災害時要援護者支援

班」を迅速に設置できるよう職員の配置に留意する。 

 

   ② 高齢者、障害者等の日常的把握 

     市は、自らが管理する病院及び社会福祉等における入院患者数及び入所者数を把握するとともに、

民間が管理する病院等についても、関係団体の協力を得ながら、これらの把握に努める。また、個人

情報の取扱いに注意しつつ、民生委員・児童委員、訪問介護者、自主防災組織、ボランティア、自治

会等の協力を得て、高齢者、障害者等の状況を把握し、コミュニティファイル等を作成しておくな

ど、地域コミュニティが一体となって武力攻撃事態等発生時に迅速な対応ができるよう、体制整備に

努める。 

 

   ③ 情報伝達方法の整備 

     市は、音声情報や文字情報など、高齢者、障害者等のニーズに応じた複数の情報伝達手段の整備や

手話通訳者の確保に努める。 

また、日本語の理解が十分でない外国人に対して、インターネット等を用いた外国語による情報伝

達手段の確保に努める。 

 

   ④ 緊急通報システムの整備 

     市は、高齢者、障害者等と淡路広域消防事務組合消防本部の間の緊急通報システムの周知に努める

とともに、福祉担当部局と当該消防本部との連携を図るなど、その的確な運用に努める。 

 

⑤ 運送手段の確保等 

市は、運送事業者や社会福祉施設等を保有する車両のうち、高齢者、障害者、傷病者等に配慮した

機能を有するものを、あらかじめ把握する。 

また、その保有するバス及び福祉用車両など、避難住民の運送に使用できる車両について定めてお

き、自ら避難することが困難な者の運送手段として優先的に利用する。 

 

  ⑷～⑸ （省略） 

 

２ 避難実施要領のパターンの作成 

 

市は、関係機関（教育委員会など市の各執行機関、消防機関、県、県警察、神戸海上保安部等、 

自衛隊等）と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアルを参考に、複数の避難実施 

要領のパターンをあらかじめ作成する。 

この場合において、自治会、事業所等を単位として避難住民の誘導を行うとともに、高齢者、障 

害者、乳幼児等自ら避難することが困難な者の避難方法について配慮する。 

 

３ 救援に関する基本的事項 （省略） 

 

 

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等 

 

 ⑴～⑵ （省略） 

 

第２章 避難、救援及び武力攻撃災害への対処に関する平素からの備え 

 

１ 避難に関する基本的事項 

  ⑴～⑵ （省略） 

  

  ⑶ 災害時要援護者への配慮 

   ① 個別支援計画の活用 

     市は、避難住民の誘導に当たっては、災害時要援護者の避難について、自然災害時への対応として

作成する個別支援計画を活用しつつ、災害時要援護者の避難対策を講じる。 

 

 

 

   ② 災害時要援護者の日常的把握 

     市は、自らが管理する病院及び社会福祉等における入院患者数及び入所者数を把握するとともに、

民間が管理する病院等についても、関係団体の協力を得ながら、これらの把握に努める。 

     また、個人情報の取扱いに注意しつつ、民生委員・児童委員、訪問介護者、自主防災組織、ボラン

ティア、自治会等の協力を得て、災害時要援護者の状況を把握し、コミュニティファイル等を作成し

ておくなど、地域コミュニティが一体となって武力攻撃事態等発生時に迅速な対応ができるよう、体

制整備に努める。 

 

   ③ 情報伝達方法の整備 

     市は、音声情報や文字情報など、災害時要援護者のニーズに応じた複数の情報伝達手段の整備や手

話通訳者の確保に努める。 

     また、日本語の理解が十分でない外国人に対して、インターネット等を用いた外国語による情報伝

達手段の確保に努める。 

 

   ④ 緊急通報システムの整備 

     市は、災害時要援護者と淡路広域消防事務組合の間の緊急通報システムの周知に努めるとともに、

福祉担当部局と当該消防本部との連携を図るなど、その的確な運用に努める。 

 

   ⑤ 運送手段の確保等 

     市は、運送事業者や社会福祉施設等を保有する車両のうち、災害時要援護者に配慮した機能を有す

るものを、あらかじめ把握する。 

     また、その保有するバス及び福祉用車両など、避難住民の運送に使用できる車両について定めてお

き、自ら避難することが困難な者の運送手段として優先的に利用する。 

 

  ⑷～⑸ （省略） 

 

 ２ 避難実施要領のパターンの作成 

 

   市は、関係機関（教育委員会など市の各執行機関、消防機関、県、県警察、神戸海上保安部等、自衛隊

等）と緊密な意見交換を行いつつ、消防庁が作成するマニュアルを参考に、複数の避難実施要領のパター

ンをあらかじめ作成する。 

   この場合において、自治会、事業所等を単位として避難住民の誘導を行うとともに、災害時要援護者等

自ら避難することが困難な者の避難方法について配慮する。 

 

３ 救援に関する基本的事項 （省略） 

  

 

４ 運送事業者の輸送力・輸送施設の把握等 

 

 ⑴～⑵ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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  ⑶ ヘリコプター臨時離着陸場適地の活用等 

    市は、県が指定するヘリコプター臨時離着陸場適地について、その活用を図り航空輸送を確保する。 

（資料）【ヘリコプター臨時離着陸場適地一覧】 

名  称 敷地面積 ＴＥＬ 

サンライズ淡路グラウンド  8,888 ㎡ 45-1411 

西淡グラウンド  13,546 ㎡ 36-2027 

ファームパークイングランド

の丘 

 8,000 ㎡ 43-5025 

南あわじ市企業団地  9,600 ㎡ 37-3012 

三原健康広場グラウンド  18,200 ㎡ 42-5630 

Ｂ＆Ｇグラウンド  21,000 ㎡ 52-0426 

沼島スポーツセンターグラウ

ンド 

 4,000 ㎡  

 

 

 

 

 

 

 

  ⑷ （省略）） 

 

５ 一時集合場所の選定 ～ ６ 避難施設の指定への協力 （省略） 

 

７ 医療体制の整備 

 

 市は、民間の医療機関を含むその区域における医療資源を把握し、救護所の設置、救護班の要請及び受け入

れ、被災患者の受け入れ、医療機関相互の応援など、特に初動期の対応が迅速に行えるよう、平素から災害拠

点病院、地域の基幹病院、医師会等との連携を図る。 

 

８ 生活関連等施設の把握等 （省略） 

 

 

⑶ ヘリコプター臨時離着陸場適地の活用等 

市は、県が指定するヘリコプター臨時離着陸場適地について、その活用を図り航空輸送を確保する。 

（資料）【ヘリコプター臨時離着陸場適地一覧】 

名  称 敷地面積 ＴＥＬ 

淡路ふれあい公園第２芝生グラウンド   7,200 ㎡ 45-1411 

西淡グラウンド   16,300 ㎡ 36-2027 

淡路ファームパークイングランドの丘第３駐車

場 

  8,400 ㎡ 43-5240 

（削除） （削除） （削除） 

Ｂ＆Ｇ海洋センターグラウンド   22,500 ㎡ 52-2404 

三原健康広場グラウンド   21,700 ㎡ 42-5630 

淡路ふれあい公園芝生広場    3,000 ㎡ 45-1411 

沼島グラウンド   4,000 ㎡  

文化体育館多目的広場    15,700  ㎡ 50-5077 

阿万スポーツセンターグラウンド   11,100  ㎡ 55-0652 

沼島ヘリポート 900  ㎡  

 

  ⑷ （省略） 

 

５ 一時集合場所の選定 ～ ６ 避難施設の指定への協力 （省略） 

   

７ 医療体制の整備 

 

 市は、民間の医療機関を含むその区域における医療資源を把握し、救護所の設置、救護班の要請及び受け入

れ、被災患者の受け入れ、医療機関相互の応援など、特に初動期の対応が迅速に行えるよう、平素から災害拠

点病院（県立淡路医療センター）、地域の基幹病院、医師会等との連携を図る。 

 

８ 生活関連等施設の把握等 （省略） 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 
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第３章 物資及び資材の備蓄、整備 

 

 

 

 

１ 市における備蓄 

 

  ⑴ 防災のための備蓄との関係 

    住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、従来の防災のために備えた物資や資

材と共通するものが多いことから、市は、これらについては、地域防災計画に定めている備蓄体制を踏ま

え、備蓄する。 

 

【地域防災計画に定めている備蓄体制等】 

 

第２ 備蓄体制の整備  

災害時は、市場流通が混乱し、物資が入手困難になることが予想される。流通機能がある程度回復するま

で、必要な食料、生活必需品及び応急活動用資機材を自力で確保しなければならない。そのためには、備蓄

体制の整備が必要である。 

１ 市民の対策 

市民は、各家庭や職場で平時から最低限の水と食料について３日分備蓄を行うとともに、衣服、貴重品、

非常用物資（懐中電灯・ラジオ・水筒等）を避難に際しての非常持ち出し品として用意しておくなど、各人

が必要な当座の物資は自分たちで確保しておくものとし、市は、自治会や自主防災組織を通じてその周知徹

底に努める。 

２ 備蓄方針 

市においては、想定避難者数の２日分（１人１日３食）の備蓄を、現物備蓄と各流通機関あるいは県との

協力により整備する。市が指定する避難所の収容可能人数は概ね10,000人であるため、１人１日３食とし

て、30,000食を備蓄目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 物資及び資材の備蓄、整備 

 

 

 

 

１ 市における備蓄 

 

  ⑴ 防災のための備蓄との関係 

    住民の避難や避難住民等の救援に必要な物資や資材については、従来の防災のために備えた物資や資

材と共通するものが多いことから、市は、これらについては、地域防災計画に定めている備蓄体制を踏

まえ、備蓄する。 

 

【地域防災計画に定めている備蓄体制等】 

 

第２ 備蓄体制の整備 【危機管理部、産業建設部】 

災害時は、市場流通が混乱し、物資が入手困難になることが予想される。流通機能がある程度回復するま

で、必要な食料、生活必需品及び応急活動用資機材を自力で確保しなければならない。そのためには、備蓄

体制の整備を行うとともに流通業者等との協定締結による流通備蓄の確保を図る。 

１ 市民の対策 

市民は、各家庭や職場で平時から最低限の水と食料について最低３日間分、できれば、１週間分程度の備

蓄を行うとともに、衣服、貴重品、非常用物資（懐中電灯・ラジオ・水筒等）を避難に際しての非常持ち出

し品として用意しておくなど、各人が必要な当座の物資は自分たちで確保しておくものとし、市は、自治会

や自主防災組織を通じてその周知徹底に努める。 

２ 備蓄方針 

市は、想定避難者数、概ね１万人の３日間分（９万食）の備蓄を、現物備蓄（１日分３万食）及び流通在

庫備蓄（２日分６万食）で整備する。 

ただし、南海トラフ巨大地震等の流通在庫備蓄の調達が困難と予想される広域災害に備えて、流通在庫備

蓄にて対応する物資量６万食相当分も現物備蓄をするように整備していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について、以下のとおり定める。 市が備蓄、整備する国民保護措置の実施に必要な物資及び資材について、以下のとおり定める。 
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 (1) 災害に備えて緊急用食料、生活必需品、資機材等の備蓄を図る。 

市民による備蓄 行政による備蓄 

市 県 

１人３日分 

（現物備蓄） 

被災者の１日分相当量 

（現物備蓄） 

 

 被災者の１日分相当量 

（現物又は流通在庫備蓄） 

 

  被災者の１日分相当量 

（現物又は流通在庫備蓄） 

３日分 ２日分 １日分 

   （注）矢印は不足が生じた場合、カバーする手順を示す。 

(2) 備蓄物資のうち、耐用年数、賞味期限のあるものは、随時入替えを行う。 

(3) 災害が発生した場合、災害応急対策、災害復旧に使用できるよう、常時点検・整備を実施する。今

後、備蓄を検討する食料、生活必需品は、次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 備蓄品の目標数量 

住民による備蓄 行政による備蓄 

市 県 

１人３日分※１ 

（現物備蓄） 

被災者の１日分相当量 

（現物備蓄） 

 

 被災者の２日分相当量 

（流通在庫備蓄 ※２） 

 

  被災者の１日分相当量 

（現物又は流通在庫備蓄） 

３日分 ３日分 １日分 

※１ 可能な限り１週間分程度の備えを目指す。 

※２ 広域災害に備え相当分の現物備蓄をすすめる。 

（注）矢印は不足が生じた場合、カバーする手順を示す。 
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【備蓄品目・備蓄数量等】 

 備蓄品名 保存年数 備蓄目標数量 

１ アルファ化米 ５ 50,000 食 

２ 飲料水（2ℓ） 12 6,900 本 

３ リッツ缶 ５ 335 箱 

４ 備蓄素麺（5束×20 入り） ４ 300 箱 

５ 毛布 - 10,000 枚 

６ 発電機 - 50 台 

７ ガソリン携行缶 - 41 個 

８ ガソリン缶詰（1ℓ） ３ 500 缶 

９ 救急箱 
３ 

（消毒関係） 
51 箱 

10 簡易トイレ - 100 台 

11 ベントリーテント - 100 台 

12 トイレ処理袋 - 20,400 回分 

13 幼児用おむつ S - 2,400 枚 

14 幼児用おむつ M - 2,000 枚 

15 幼児用おむつ L - 2,000 枚 

16 大人用おむつ M - 1,000 枚 

17 大人用おむつ L - 1,000 枚 

18 ナプキン - 6,000 枚 

19 幼児用粉ミルク  48 缶 

20 哺乳瓶  1,200 本 

21 投光器 - 52 台 

22 サークルライト - 54 台 

23 ランタン・懐中電灯 - 67 個 

24 メガホン - 32 個 
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３ 防災備蓄倉庫及び備蓄品の整備 

兵庫県が災害に備えて整備する淡路広域防災拠点整備事業に協力する。また、指定避難所には、年次計画

のもと備品・資機材の充実に努める。災害に備えて備蓄倉庫を整備し、次のとおり備蓄品の整備に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品 目 例 

飲料水、炊き出し用米穀、パン、育児用調整乳、麺類、缶詰類、毛布、下着、タオル、マス

ク、カセットコンロ、ほ乳瓶、簡易トイレ、トイレットペーパー、ポリ袋、ポリバケツ、生理

用品、紙おむつ、大人用おむつ等 

 

 

４ 備蓄又は物資供給協定の締結促進 

地震災害により、多くの避難者が生じ避難期間が長期化する場合を想定し、あらかじめ近隣等の市町

との相互支援協定や民間との物資供給協定を結ぶことが必要である。 

⑴ 近隣等の市町との相互協定 

局地災害に備えて近隣の市町、また、広域災害に備えて県外を含む遠隔の市町と備蓄若しくは物資

供給のための協定を結ぶことを検討する。 

⑵ 民間協定 

地震災害に備えて、食料・日用品等に関して、在庫の優先的供給を受ける等協力業務の内容、協力

方法等について、関係各種団体・企業等と協議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 防災備蓄倉庫及び備蓄品の整備 

指定避難所には、年次計画のもと備品・資機材の充実に努める。災害に備えて備蓄倉庫を整備し、次の

とおり備蓄品の整備に努める。 

  ⑴ 災害に備えて緊急用食料、生活用品、資機材等の備蓄を図る。 

  ⑵ 備蓄物資のうち、耐用年数、賞味期限のあるものは、随時入替えを行う。 

  ⑶ 災害が発生した場合、災害応急対策、災害復旧に使用できるよう、常時点検・整備を実施する。

今後、備蓄を検討する食料、生活必需品は、次のとおりである。なお、品目等の選定にあたっては、

女性、子育て世帯、高齢者、病人等への配慮を行う。 

  ⑷ 食料の備蓄、輸送、配食等にあたっては、管理栄養士等の活用を図る。また、併せて、宗教等食

習慣の違いに配慮できる体制を整備する。 

 

 

品 目 例 

飲料水、炊き出し用米穀、パン、育児用調整乳、麺類、缶詰類、毛布、下着、タオル、マスク、 

カセットコンロ、ほ乳瓶、簡易トイレ、トイレットペーパー、ポリ袋、ポリバケツ、生理用品、

紙おむつ、大人用おむつ、高齢者用食、アレルギー対応食、腎臓疾患者用低たんぱく食等 

 

 

４ 備蓄又は物資供給協定の締結促進 

災害により、多くの避難者が生じ避難期間が長期化する場合を想定し、あらかじめ近隣等の市町と

の相互支援協定や民間との物資供給協定を結ぶことが必要である。 

   ⑴ 近隣等の市町との相互協定 

局地災害に備えて近隣の市町、また、広域災害に備えて県外を含む遠隔の市町と備蓄若しくは物資

供給のための協定を結ぶことを検討する。 

   ⑵ 民間協定 

     災害に備えて、食料・日用品等に関して、在庫の優先的供給を受ける等協力業務の内容、協力方

法等について、関係各種団体・企業等と協議する。 

 

５ プッシュ型支援への対応 

 県、国等は、被災地が情報の寸断等により、ニーズの把握が困難な状況を想定して、要請を待たず

に、被災地の状況を想定して支援を行うプッシュ型支援を行う。 

 その場合において、より的確で効果的な支援を受けることができるよう、市は、日頃から備蓄体

制、輸送拠点等について、県と情報を共有しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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（用語修正） 
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  ⑵ ～⑶ （省略） 

 

 ２ 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等 

 

  ⑴ ～⑶ （省略） 

 

  ⑵ ～⑶ （省略） 

 

 ２ 市が管理する施設及び設備の整備及び点検等 

 

  ⑴ ～⑶ （省略） 

 

第４章 国民保護に関する啓発  

 （省略） 

 １ 国民保護措置に関する啓発 

    
  ⑴ 啓発の方法 

    市は、国及び県と連携しつつ、市民に対し、広報誌、パンフレット、テレビ、インターネット等の

様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性について継続的に啓発を行うとともに、市民向けの研修

会、講演会等を実施する。また、高齢者、障害者、外国人等に対しては、点字や外国語を使用した広報媒

体を使用するなど実態に応じた方法により啓発を行う。その際、防災の取組みを含め、功労のあった者の

表彰などにより、国民保護に関する市民への浸透を図る。 

 

  ⑵～⑶ （省略） 

 

 ２ 武力攻撃事態等において市民がとるべき行動等に関する啓発 

 

  ⑴～⑵ （省略） 

 

  ⑶ 市は、日本赤十字社、県、淡路広域消防事務組合消防本部などとともに、傷病者の応急手当について

普及に努める。 

 

  ⑷ （省略） 

 

第４章 国民保護に関する啓発  

 （省略） 

 １ 国民保護措置に関する啓発 

  

  ⑴ 啓発の方法 

    市は、国及び県と連携しつつ、市民に対し、広報誌、パンフレット、テレビ、インターネット等の

様々な媒体を活用して、国民保護措置の重要性について継続的に啓発を行うとともに、市民向けの研修

会、講演会等を実施する。また、災害時要援護者に対しては、点字や外国語を使用した広報媒体を使用

するなど実態に応じた方法により啓発を行う。その際、防災の取組みを含め、功労のあった者の表彰な

どにより、国民保護に関する市民への浸透を図る。 

 

  ⑵～⑶ （省略） 

 

 ２ 武力攻撃事態等において市民がとるべき行動等に関する啓発 （省略） 

 

  ⑴～⑵ （省略） 

 

  ⑶ 市は、日本赤十字社、県、淡路広域消防事務組合などとともに、傷病者の応急手当について普及に努

める。 

 

  ⑷ （省略） 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 



南あわじ市国民保護計画 新旧対照表 
現  行  計  画 変   更   案 判  定 

 

25 

 

 

第３編  武力攻撃事態等への対処 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 危機管理対策本部等の設置 

 市長は、現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合においては、速

やかに県及び県警察に連絡を行うとともに、「危機管理対策本部（本部長：市長）」又は「危機管理連絡

会議（会長：市長）」を、それぞれ以下の基準により設置する。 

なお、住民からの通報、県からの連絡その他の情報により、市職員が当該事案の発生を把握した場合は、

直ちにその旨を市長及び幹部職員等に報告するとともに、淡路広域消防事務組合消防本部においても、通

報を受けた場合の情報伝達の体制を確立する。 

 

 

第３編  武力攻撃事態等への対処 

第１章 初動連絡体制の迅速な確立及び初動措置 

 
 

【組織設置のフロー図】 

 

 １ 危機管理対策本部等の設置 

市長は、現場からの情報により多数の人を殺傷する行為等の事案の発生を把握した場合においては、速

やかに県及び県警察に連絡を行うとともに、「危機管理対策本部（本部長：市長）」又は「危機管理連絡

会議（会長：市長）」を、それぞれ以下の基準により設置する。 

なお、住民からの通報、県からの連絡その他の情報により、市職員が当該事案の発生を把握した場合

は、直ちにその旨を市長及び幹部職員等に報告するとともに、淡路広域消防事務組合においても、通報を

受けた場合の情報伝達の体制を確立する。 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊されたりするなど具体的な被害が発生した場合には、当初、そ

の被害の原因が明らかではないことも多いと考えられ、市は、武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定が行わ

れる前の段階においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処

が必要となる。 

また、他の市町村において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関する情報が提供された

場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体制を強化しておくことが必要となることも考

えられる。 

このため、かかる事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速に集約・分析して、その

被害の態様に応じた応急活動を行っていくことの重要性にかんがみ、市の初動体制について、以下のとおり

定める。 

多数の死傷者が発生したり、建造物が破壊されたりするなど具体的な被害が発生した場合には、当初、そ

の被害の原因が明らかではないことも多いと考えられ、市は、武力攻撃事態等や緊急対処事態の認定が行わ

れる前の段階においても、住民の生命、身体及び財産の保護のために、現場において初動的な被害への対処

が必要となる。 

また、他の市町村において攻撃が発生している場合や何らかの形で攻撃の兆候に関する情報が提供された

場合においても、事案発生時に迅速に対応できるよう、即応体制を強化しておくことが必要となることも考

えられる。 

このため、かかる事態において初動体制を確立し、関係機関からの情報等を迅速に集約・分析して、その

被害の態様に応じた応急活動を行っていくことの重要性にかんがみ、市の初動体制について、以下のとおり

定める。 

武力攻撃事態等の認定
につながる可能性のあ
る事案に関する情報 

危機管理連絡会議 

【会長：市長】 

事案の発生 

国民保護対策本部 

【本部長：市長】 

市対策本部廃止後、
必要がある場合 

武力攻撃事態等の 
認定が行われた場合 危機管理連絡会議 

【会長：市長】 

危機管理対策本部 

【本部長：市長】 

市内で発生 市外で発生 

武力攻撃事態等の認定が行われ、 
市対策本部設置の指定があった場合 
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⑴ 危機管理対策本部 

① （省略） 

 

   ② 組織構成 

区分 職名 

本部長 市長 

副本部長 助役 

本部員 収入役、教育長、総務部長、財務部長、市民生活部長、健康福祉部長、 

産業振興部長、農業振興部長、都市整備部長、上下水道部長、教育部長、

緑総合窓口センター所長、西淡総合窓口センター所長、三原総合窓口セン

ター所長、南淡総合窓口センター所長、消防長、消防団長 

 

 

   ③ （省略） 

 

  ⑵ 危機管理連絡会議 

   ① （省略） 

 

   ② 組織構成 

区分 職名 

会長 市長 

副会長 助役 

構成員 総務部長、総務部次長、市長公室長、防災課長、情報課長、消防長 

 

 

 

③ （省略） 

 

２ 市対策本部との調整 

  ⑴～⑵ （省略） 

 

第２章 市対策本部の設置等 

 
 

１ 市対策本部の設置 

 

  ⑴ 市対策本部の設置の手順 

    市対策本部を設置する場合については、次の手順により行う。 

   ①～⑤ （省略） 

 

   ⑥ 本部の代替機能の確保 

市は、市対策本部が被災した場合等市対策本部を市中央庁舎内に設置できない場合に備え、市対策

本部の予備施設をあらかじめ指定する。なお、事態の状況に応じ、市長の判断により下記の順位を変

更することを妨げるものではない。 

また、市区域外への避難が必要で、市の区域内に市対策本部を設置することができない場合には、

知事と市対策本部の設置場所について協議を行う。 

［第１順位］ 南あわじ市三原庁舎 ［第２順位］ 南あわじ市西淡庁舎 

［第３順位］ 南あわじ市南淡庁舎 ［第４順位］ 南あわじ市緑庁舎 

  ⑴ 危機管理対策本部 

   ① （省略） 

 

   ② 組織構成 

区分 職名 

本部長 市長 

副本部長 副市長 

本部員 教育長、総務企画部長、総務企画部付部長、危機管理部長、市民福祉部

長、産業建設部長、教育次長、議会事務局長、総務企画部副部長、市民

福祉部副部長、産業建設部副部長（３人）、会計管理者、消防団長、消

防団選任副団長(２人)、淡路広域消防事務組合南淡分署長、淡路広域水

道企業団南あわじ市サービスセンター長 

 

   ③ （省略） 

 

  ⑵ 危機管理連絡会議 

   ① （省略） 

 

   ②  組織構成 

区分 職名 

会長 市長 

副会長 副市長 

構成員 教育長、総務企画部長、総務企画部付部長、危機管理部長、市民福祉

部長、産業建設部長、教育次長、議会事務局長、総務企画部副部長、

市民福祉部副部長、産業建設部副部長（３人）、会計管理者 

 

   ③ （省略） 

 

 ２ 市対策本部との調整 

  ⑴～⑵ （省略） 

 

第２章 市国民保護対策本部の設置等 

 
 

 １ 市対策本部の設置 

 

  ⑴ 市対策本部の設置の手順 

市対策本部を設置する場合については、次の手順により行う。 

   ①～⑤ （省略） 

 

   ⑥ 市対策本部の代替機能の確保 

市は、市対策本部が被災した場合等市対策本部を市庁舎内に設置できない場合に備え、市対策本部

の予備施設をあらかじめ指定する。なお、事態の状況に応じ、市長の判断により下記の順位を変更する

ことを妨げるものではない。 

また、市区域外への避難が必要で、市の区域内に市対策本部を設置することができない場合には、

知事と市対策本部の設置場所について協議を行う。 

［第１順位］ 南あわじ市役所第１別館 ［第２順位］南あわじ市役所第２別館 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市国民保護対策本部（以下「市対策本部」という。）を迅速に設置するため、市対策本部を設置する場合

の手順や市対策本部の組織、機能等について、以下のとおり定める。 

 市対策本部を迅速に設置するため、市対策本部を設置する場合の手順や市対策本部の組織、機能等につ

いて、以下のとおり定める。 
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  ⑵ （省略） 

 

  ⑶ 市対策本部の組織構成及び機能 

    市対策本部の組織構成及び各組織の機能は、以下のとおりとする。 

 

   ①組織構成 

区分 職名 

本部長 市長 

副本部長 助役 

本部員 収入役、教育長、総務部長、財務部長、市民生活部長、健康福祉部長、 

産業振興部長、農業振興部長、都市整備部長、上下水道部長、教育部長、

緑総合窓口センター所長、西淡総合窓口センター所長、三原総合窓口セン

ター所長、南淡総合窓口センター所長、消防長、消防団長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑵ （省略） 

 

  ⑶ 市対策本部の組織構成及び機能 

    市対策本部の組織構成及び各組織の機能は、以下のとおりとする。 

 

   ①組織構成（国民保護法第28条） 

本部長 副本部長 本 部 員（計19名） 

市 長 副市長 

教育長 

総務企画部長 

総務企画部付部長 

危機管理部長 

市民福祉部長 

産業建設部長 

教育次長 

議会事務局長 

総務企画部副部長 

市民福祉部副部長 

産業建設部副部長（３名） 

会計管理者 

消防団長 

消防団選任副団長（２名） 

淡路広域消防事務組合南淡分署長 

淡路広域水道企業団南あわじ市サ

ービスセンター長 

 

② 本部会議事務分掌 

以下の事項を協議決定する。 

ア 国民保護の総合調整に関すること 

 ○各部局間の応急対策業務に係る調整 

 ○防災関係機関及び応援部隊等との調整 

イ 県国民保護対策本部との協議に関すること 

ウ 職員の動員・配備態勢に関すること 

エ 関係機関への応援要請に関すること 

 ○自衛隊に対する派遣要請 

 ○行政機関に対する応援要請 

 ○防災関係機関に対する応援要請 

オ 応急対策に要する予算及び資金に関すること 

カ その他災害応急対策の重要事項の決定に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 
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⑷ 部の設置 

国民保護対策を行うために市対策本部に次のとおり部を設置する。なお、名称には「班」を使用する。 

部

名 

課

名 

機

関

名 

資
料
作
成
班 

情
報
収
集
・発
信
班 

広
報
班 

電
話
応
対
班 

人
事
総
務
班 

財
務
・庁
舎
班 

輸
送
ル
ー
ト
確
保
班 

救
助
消
火
捜
索
班 

救
護
対
策
班 

福
祉
対
策
班 

保
健
対
策
班 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
班 

避
難
所
配
備
職
員 

食
料
・飲
料
班 

設
備
・用
品
班 

給
水
班 

ト
イ
レ
班 

廃
棄
物
処
理
班 

遺
体
班 

被
害
認
定
班 

生
活
支
援
班 

下
水
班 

二
次
災
害
防
止
班 

住
ま
い
対
策
班 

教
育
班 

子
育
て
班 

特
命
班 

総 総務課         ●                                             

総 財務課           ●                                           

総 広報情報課     ●                                                 

総 ふるさと創生課                                                     ● 

総 市民協働課                                                     ● 

危 危機管理課 ● ●           ●         ● ○ ○                         

市 総合窓口センター                                 ○ ○ ○                 

市 税務課                                       ●               

市 環境課                             ○   ● ● ●                 

市 福祉課                   ●   ●                 ●             

市 子育てゆめるん課                   ○                               ●   

市 長寿・保険課                   ●                                   

市 健康課                 ●   ●                                 

産 商工観光課                             ●                         

産 農林振興課                           ●                           

産 食の拠点推進課                           ●                           

産 水産振興課             ○                                       ● 

産 農地整備課                                             ●         

産 建設課             ●                               ● ●       

産 下水道課                                           ●           

会 会計課           ●                                           

教 教育総務課                         ○                       ●     

教 学校教育課                         ○                       ●     

教 社会教育課                         ○                       ●     

教 体育青少年課                         ○                       ●     

選 選挙管理委員会                                                     ● 

農 農業委員会事務局                                                     ● 

市 診療所                 ○                                     

市 保育所・こども園・幼稚園                                                   ○   

教 小中学校             ○            ●   

教 給食センター                           ○                           

－ 消防団               ●                                       

－ 淡路広域消防事務組合               ●                                       

－ 淡路広域水道企業団                               ●                       

● 主管課、主管機関 
○ 関連課、関連機関 
※ 表に入っていない課等については、本部長の指示に従い、随時国民保護対応業務にあたる。 

 

 

 

（用語修正） 
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  ⑸ 本部連絡員 

所管課の多い本部員を支援する目的で本部連絡員を置く。本部連絡員は、本部会議の内容を所管課に伝

達、部内の情報のとりまとめや報告することを主な業務とする。 

 

⑹ チームリーダー 

チーム内で調整の必要が生じた場合の調整役として、次のチーム等にリーダーを置く。 

① 本部事務局 危機管理部長 

② ロジチーム 総務企画部長 

③ 人命救助・輸送確保チーム 危機管理部長 

④ 避難者対策チーム 産業建設部長 

⑤ 健康福祉グループ 市民福祉部副部長（福祉担当） 

⑥ 物資グループ 産業建設部副部長（産業担当） 

⑦ 環境・生活支援チーム 市民福祉部長 

⑧ 生活基盤・住宅チーム 産業建設部副部長（建設担当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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②組織図 

 

 
 市対策本部長は必要があると認めるときは、対策本部会議に参与として市職員以外の者を出席

させることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市対策本部組織図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部事務局 

輸送ﾙｰﾄ確保班 

救助消火捜索班 

資料作成班 情報収集・発信班 電話応対班 広報班 

本部連絡員 

人命救助・ 

輸送確保チーム 
ロジチーム 

避難者対策 

チーム 

生活基盤・ 

住宅チーム 

教育班 

子育て班 

特命班 

救護対策班 

遺体班 

福祉対策班 

保健対策班 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ班 

避難所配備職員 

給水班 

人事総務班 

財務・庁舎班 

下水班 

二次災害防止班 

住まい対策班 

被害認定班 

廃棄物処理班 

災害対策本部会議 

健康福祉 

グループ 

本部長 

副本部長 

本部員 

環境・ 

生活支援チーム 

食料・飲料班 

設備・用品班 

トイレ班 

物資グループ 

防災関係機関会議 

(後方支援) 

生活支援班 
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③市対策本部における事務分掌 

各班（部・課等） に共通する事務分掌 

１ 各班の職員の動員・配備等に関すること 

２ 各班及び各班内の連絡調整に関すること 

３ 所管する業務に関連する事項の被害状況調査及び取りまとめに関すること 

４ 他班の応援に関すること 

５ 警戒情報の事前収集及び伝達に関すること 

６ 市民への注意喚起・広報活動に関すること 

７ 警戒区域の設定に関すること 

８ 対策本部が設置されない場合でも、必要に応じて各部局は以下の業務を行うこと 

 

名

称 

班長等となる者 

及び構成する組織 

事 務 分 掌 

総

務

部

本

部

班 

班 

長 

総務部長 １ 本部長命令の伝達に関すること 

２ 対策本部及び現地対策本部の設置及び廃止に関すること 

３ 本部会議に関すること 

４ 自衛隊派遣要請に関すること 

５ 武力攻撃情報収集並びに伝達に関すること 

６ 被害状況の調査、集計及び伝達に関すること 

７ 応急対策の取りまとめ及び調整に関すること 

８ 職員の動員及び各班の配置調整に関すること 

９ 救助の実施状況及び資材の取りまとめに関すること 

10 消防団に関すること 

11 ヘリコプターに関すること 

12 警戒区域の設定に関すること 

13 県対策本部、県警本部との連絡調整に関すること 

14 国、県等関係機関との連絡調整に関すること 

15 淡路広域消防事務組合との連絡調整に関すること 

16 各班に対する事務の緊急割当に関すること 

17 他都市への応援要請及び応援職員の受入れに関すること 

18 自主防災組織等に関すること 

19 広域応援の受入場所の確保に関すること 

20 船舶の確保に関すること 

21 海上交通機関の確保に関すること 

22 特殊標章等の交付・管理に関すること 

副 班

長 

総務部次長

兼市長公室

長兼防災特

命参事 

構 成

す る

組織 

防災課 

総

務

部

班 

班長 総務部長 １ 報道機関への報道要請及び情報提供に関すること 

２ 外国人に対する情報提供及び相談に関すること 

３ 被害状況視察者その他見舞者の応接に関すること 

４ 海外からの応援協力等に関すること 

５ 電気、電話、ガス等ライフラインの被害状況に関すること 

６ 配備職員の食料の調達に関すること 

７ 電話等による被害通報の受付及び整理に関すること 

８ 武力攻撃災害に係る通報、問い合わせ、相談、要望等に関すること 

９ 市民に対する武力攻撃災害広報及び広聴に関すること 

10 被災状況の写真等による記録に関すること 

11 市議会への報告及び議会活動に関すること 

副 班

長 

総務部次長 

構 成

す る

組織 

市長公室 

総務課 

情報課 

選挙管理委

員会事務局 

議会事務局 

総合窓口セ

ンター 

連絡所・出

張所 

ケーブルネ

ットワーク

淡路 

 

【市対策本部における事務分掌】 

チーム等 班等 事 務 分 掌 

本部事務局 

本部事務局 

本部長命令の伝達に関すること 

危機管理対策本部及び危機管理連絡会議の設置及び廃止に

関すること 

国民保護活動に係る配備体制及び動員に関すること 

職員の動員・配備に関すること 

災害情報の収集、報告に関すること 

自衛隊派遣要請に関すること 

兵庫県国民保護対策本部、兵庫県警察本部との連絡調整に

関すること 

国、県等関係機関との連絡調整に関すること 

関係機関との連絡調整に関すること 

警戒区域の設定に関すること 

資機材の確保、配置に関すること 

特殊標章の交付等に関すること 

避難実施要領の策定に関すること 

避難、誘導の統括に関すること 

広域消防事務組合、消防団との連絡調整に関すること 

資料作成班 
情報整理、分析、記録に関すること 

災害応急対策のとりまとめ及び調整に関すること 

情報収集・発信班 

本部会議の運営に関すること 

武力攻撃情報収集並びに伝達に関すること 

人的被害及び家屋被害等のとりまとめに関すること 

住民に対する警報の内容の伝達及び緊急通報の内容の通知

に関すること 

安否情報の収集・提供に関すること 

電気、電話、ガス等ライフラインの被害状況及び連絡調整

に関すること 

神戸淡路鳴門自動車道の通行規制に係る情報の収集、整

理、伝達に関すること 

公共交通機関の被害状況に関すること 

防災行政無線による情報提供及び連絡調整に関すること 

防災ネットによる情報提供に関すること 

広報班 

報道機関への報道要請及び情報提供に関すること 

市長記者会見に関すること 

住民に対する災害広報及び広聴に関すること 

通信設備、ネットワーク、ＣＡＴＶ設備の点検・確保及び

復旧に関すること 

ＣＡＴＶによる情報提供及び連絡調整に関すること 

市ホームページにおける災害情報等の掲示に関すること 

被災状況の写真及び映像等の収集による記録に関すること 

電話応対班 
武力攻撃災害に係る被害通報の受付及び整理に関すること 

災害に係る問い合わせ、相談、要望等の応対に関すること 

本部連絡員 本部連絡員 本部員の支援に関すること 

ロジチーム 人事総務班 

各班における職員の従事状況のとりまとめに関すること 

各班の配置調整及び各班に対する事務の緊急割当に関する

こと 

軽 微 

（用語修正） 
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名

称 

班長等となる者 

及び構成する組織 

事 務 分 掌 

財

務

部

班 

班 

長 

財務部長 １ 武力攻撃災害に関する予算、決算に関すること 

２ 救援物資等の受入れ及び配分に関すること 

３ 資機材及び燃料等の調達に関すること 

４ 公用車両等の管理及び配車に関すること 

５ 武力攻撃災害用臨時増設電話の確保に関すること 

６ 市有財産の被害調査に関すること 

７ 金銭の出納（義援金を含む。） に関すること 

８ 義援金の受入れ配分に関すること 

副 班

長 

財務部次長 

構 成

す る

組織 

財政課 

管財課 

国体推進室 

会計課 

市

民

生

活

部

班 

班 

長 

市民生活部

長 

１ 遺体の収容及び処置に関すること 

２ 火葬等に関すること 

３ 戸籍、住民基本台帳、外国人登録者名簿による被災者の確認に関する

こと 

４ 家屋等の被害状況の調査及び取りまとめに関すること 

５ り災証明に関すること（火災及び農林水産関係を除く。） 

６ 武力攻撃災害による市税の減免等に関すること 

７ 清掃に関すること 

８ 廃棄物及びがれきの処理に関すること 

９ し尿処理に関すること 

10 応急仮設トイレに関すること 

11 処理施設の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

12 ねずみ、蚊、はえ等及び昆虫等の駆除作業に関すること 

13 愛玩動物に関すること 

副 班

長 

市民生活部

次長 

構 成

す る

組織 

市民課 

税務課 

生活環境課 

清掃センタ

ー 

衛生センタ

ー 

火葬場 

健

康

福

祉

部

班 

班 

長 

健康福祉部

長 

１ ボランティアの受入れ及び調整に関すること 

２ 被災者に対する生活保護の実施及び生業資金、厚生資金等の貸付け等

に関すること 

３ 社会福祉施設の被害調査及び応急対策・復旧に関すること 

４ 炊き出しその他応急食料の調達及び配分に関すること 

５ 災害時要援護者対策に関すること 

６ 健康福祉事務所、医師会等医療関係機関との連絡及び調整に関するこ

と 

７ 救護所の開設に関すること 

８ 救急医薬品等の調達に関すること 

９ 食品衛生及び食中毒の予防に関すること 

10 感染症の予防に関すること 

11 消毒、防疫に関すること 

12 健康対策及びこころのケア対策に関すること 

13 園児の安全確保に関すること 

副 班

長 

健康福祉部

次長 

構 成

す る

組織 

福祉課 

保険課 

長寿福祉課 

健康課 

児童館 

保健センタ

ー 

診療所 

訪問看護ス

テーション 

さんゆー館 

養護老人ホ

ーム 

保育所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

配備職員の食料の調達に関すること 

他自治体への応援要請及び応援職員の受け入れに関するこ

と 

海外からの応援協力等に関すること 

災害視察者その他見舞者の応接に関すること 

ロジチーム 財務・庁舎班 

武力攻撃災害に関する予算及び決算に関すること 

非常用発電機の燃料等の調達に関すること 

公用車両等の管理及び配車に関すること 

臨時増設電話の確保に関すること 

義援金の受け入れ・配分に関すること 

市役所に係る応急措置の実施（代替施設の確保も含む。）

に関すること 

国民保護法（平成 16 年法律第 112 号）の費用の請求に関す

ること 

人命救助・輸送 

確保チーム 

輸送ルート確保班 

道路の障害物の除去に関すること 

緊急輸送道路に関すること 

交通規制に関すること 

輸送ルート確保のための道路、橋梁の被害調査並びに応急

対策及び復旧に関すること 

輸送ルート確保のための港湾、漁港の被害調査並びに応急

対策及び復旧に関すること 

南あわじ市建設業安全・安心協力会との連絡調整に関する

こと 

ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥとの連絡調整に関すること 

海上輸送ルートの確保に関すること 

救助消火捜索班 

被災者の捜索、救出、保護等災害救助に関すること 

ヘリコプターに関すること 

淡路広域消防事務組合との連絡調整に関すること 

避難誘導の応援に関すること 

外部救助機関との調整に関すること 

避難者対策チーム 

救護対策班 

洲本健康福祉事務所、医師会、ＤＭＡＴ、ＤＰＡＴ等医療

関係機関との連絡及び調整に関すること 

救護所の開設に関すること 

「救護班」の編成に関すること 

傷病者搬送に係る連絡及び調整に関すること 

救急医薬品等の調達に関すること 

食品衛生及び食中毒の予防に関すること 

感染症の予防に関すること 

入浴施設及び公衆浴場のあっ旋調整に関すること 

被災地の衛生状態調査に関すること 

被災地の環境衛生指導に関すること 

ねずみ、蚊、はえ等及び昆虫等の駆除作業に関すること 

保健対策班 

健康対策及びこころのケア対策に関すること 

巡回栄養相談に関すること 

外部保健師等の指揮に関すること 

福祉対策班 

被災者情報の整理、福祉に係る相談及び情報提供に関する

こと 

社会福祉施設の被害調査及び応急対策・復旧に関すること 
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名

称 

班長等となる者 

及び構成する組織 

事 務 分 掌 

産

業

振

興

部

班 

班 

長 

産業振興部

長 

１ 生活必需品の調達及び確保に関すること 

２ り災商工業者の被害調査及び対策に関すること 

３ 宿泊先の斡旋に関すること 

４ 市内滞在中観光客の安全確保に関すること 

５ 水産関係の被害調査に関すること 

６ 漁港施設の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

７ 水産関係のり災証明に関すること 

副 班

長 

産業振興部

次長 

構 成

す る

組織 

商工観光課 

水産振興課 

国民宿舎 

サイクリン

グターミナ

ル 

ゆとりっく 

南淡路農業

公園 

農

業

振

興

部

班 

班 

長 

農業振興部

長 

１ 農林関係の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

２ ため池等危険箇所の警戒、被害調査並びに応急対策及び復旧に関する

こと 

３ 家畜の応急救護及び防疫に関すること 

４ 農林関係のり災証明に関すること 

副 班

長 

農業振興部

次長 

構 成

す る

組織 

農林振興課 

農地整備課 

地籍調査課 

農業共済課 

農業委員会

事務局 

都

市

整

備

部

班 

班 

長 

都市整備部

長 

１ 水防関係機関との連絡調整に関すること 

２ 水防資機材の確保、配置に関すること 

３ 道路障害物の除去に関すること 

４ 緊急輸送路及び避難路に関すること 

５ 交通規制に関すること 

６ 河川等の警戒に関すること 

７ 河川及び水路の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

８ 道路、橋りょう及び公園の被害調査並びに応急対策及び復旧に関する

こと 

９ 砂防指定地、地すべり危険区域、急傾斜地崩壊危険区域等の被害調査

並びに応急対策及び復旧に関すること 

10 耐震化に関すること 

11 応急危険度判定に関すること 

12 被災住宅等の応急対策に関すること 

13 被災宅地危険度判定に関すること 

14 応急仮設住宅に関すること 

15 民間住宅のあっせん等住宅の確保に関すること 

16 市営住宅の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

17 被災後の都市計画及び復興計画に関すること 

18 港湾及び海岸の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

副 班

長 

都市整備部

次長 

構 成

す る

組織 

管理課 

建設課 

都市計画課 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害時要援護者対策に関すること 

福祉避難所等との連絡調整や福祉用品の手配に関すること 

避難者対策チーム 

ボランティア班 災害ボランティアの受け入れ及び調整に関すること 

避難所配備職員 避難所開設・運営に関すること 

食料・飲料班 

食料及び飲料の調達、受け入れ及び支給に関すること 

食料及び飲料の支給に関する実施状況の調査に関すること 

物資集積拠点の運営に関すること 

設備・用品班 

生活用品の調達及び確保に関すること 

物資等の調達、受け入れ及び支給に関すること（食料及び

飲料を除く） 

物資の支給に関する実施状況の調査に関すること 

愛玩動物に関すること 

物資集積拠点の運営に関すること 

給水班 

応急給水に関すること 

給水のための資機材調達に関すること 

水道施設の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

水源地、浄水場等の警戒及び応急措置に関すること 

環境・生活支援 

チーム 

トイレ班 

し尿処理に関すること 

応急仮設トイレに関すること（バキューム車の手配等を含

む） 

廃棄物処理班 

廃棄物及びがれきの処理に関すること 

処理施設の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

一般廃棄物の処理に関すること 

遺体班 

遺体収容場所の確保及び棺、ドライアイス等の手配 

遺体の収容及び処置に関すること 

埋火葬等に関すること 

被害認定班 
り災証明に関すること（火災によるもの及び農林水産関係

を除く。） 

生活支援班 被災者の生活支援に関すること 

生活基盤・住宅 

チーム 

下水班 
下水道施設の被害調査並びに応急対策及び復旧に関するこ

と 

二次災害防止班 
被害家屋等の応急危険度判定に関すること 

被災宅地危険度判定に関すること 

住まい対策班 

被災住宅等の応急対策に関すること 

応急仮設住宅に関すること 

被災住宅の応急修理に関すること 

各種公営住宅や民間賃貸住宅のあっ旋等住宅の確保に関す

ること 

 教育班 

児童及び生徒の安全確保に関すること 

児童、生徒及び教職員等の被害調査に関すること 

学校教育の再開状況の調査に関すること（給食の再開状況

を含む。） 

応急教育・学用品の供与に関すること（心身のケアを含

む。） 

教育施設及び文化財等の被害調査並びに応急対策及び復旧

に関すること 

被災児童及び生徒に対する教育図書その他学用品及び救援

物資の配給に関すること 

文化財に関すること 
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名

称 

班長等となる者 

及び構成する組織 

事 務 分 掌 

上

下

水

道

部

班 

班 

長 

上下水道部

長 

１ 応急給水に関すること 

２ 水道施設の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

３ 水源地、浄水場等の警戒及び応急措置に関すること 

４ 給水のための資機材調達に関すること 

５ 下水道施設の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

副 班

長 

上下水道部

次長 

構 成

す る

組織 

企業経営課 

水道課 

下水道課 

教

育

部

班 

班 

長 

教育部長 １ 幼児、児童及び生徒の安全確保に関すること 

２ 幼児、児童、生徒及び教職員等の被害調査に関すること 

３ 避難所の開設並びに管理及び運営に関すること 

４ 応急教育に関すること 

５ 教育施設及び文化財等の被害調査並びに応急対策及び復旧に関するこ

と 

６ 被災児童及び生徒に対する教育図書その他学用品及び救援物資の配給

に関すること 

７ ＰＴＡ等教育関係団体への協力要請に関すること 

副 班

長 

教育部次長 

構 成

す る

組織 

教育総務課 

学校教育課 

人権教育課 

生涯学習文

化振興課 

給食センタ

ー 

社会教育セ

ンター 

温水プール 

文化体育館 

埋蔵文化財

調査事務所 

 

公 民

館 

小 学

校 

中 学

校 

幼 稚

園 

 

消 

 

防 

 

団 

 

 

 

南あわじ市消防団 

１ 関係地区の全般的な武力攻撃災害防除活動に関すること 

２ 淡路広域消防事務組合との連絡調整に関すること 

３ 自治会、自主防災組織との連絡調整に関すること 

４ 武力攻撃災害情報の収集、報告に関すること 

５ 水火災等に関する広報活動に関すること 

６ 危険箇所の警戒及び応急措置に関すること 

７ 被災者の捜索、救出、保護等災害救助に関すること 

８ 避難誘導の応援に関すること 

消

防

本

部 

 

淡路広域消防事務組

合 

１ 淡路広域消防事務組合消防本部国民保護消防活動計画に定める武力攻

撃災害への対処に関すること 

２ 消防団との連携調整に関すること 

 

 

 

 

 

 

 

ＰＴＡ等教育関係団体への協力要請に関すること 

 子育て班 

園児の安全確保に関すること 

園児及び職員等の被害調査に関すること 

保育所等の再開状況の調査に関すること（給食の再開状況

を含む。） 

応急保育・応急教育に関すること（災害時の給食、心身の

ケアを含む。） 

保育所等の被害調査並びに応急対策及び復旧に関すること 

 特命班 
本部員等の特命事項に関すること（庁内応援、災害復興計

画、高速料金免除の手続きなど） 

 

※ 救護対策班、保健対策班、福祉対策班は、「淡路圏域災害時保健活動ガイドライン」の編成による。 
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   ④事務局の組織及び役割 

 
 

  ⑷ 市対策本部における広報等 （省略） 

 

  ⑸ 市現地対策本部の設置 

市長は、被災現地における国民保護措置の的確かつ迅速な実施並びに国、県等の対策本部との連絡及び

調整等のため現地における対策が必要であると認めるときは、市対策本部の事務の一部を行うため、市現

地対策本部を設置する。 

市現地対策本部長は次のとおりとする。カッコ内は、職務権限の委譲順位。 

 

緑庁舎  健康福祉部長（健康福祉部次長、緑総合窓ロセンター所長） 

西淡庁舎 都市整備部長（産業振興部長、教育部長） 

三原庁舎 市民生活部長（農業振興部長、農業振興部次長） 

南淡庁舎 財務部長（上下水道部長、南淡総合窓ロセンター所長） 

【現地対策本部の構成】 

本部長 本部員 

各庁舎上記の部長（人事管理員） 本部長以外の部長、次長、総合窓口センター所長及び課長 

 

  ⑹  現地調整所の設置 （省略） 

  ⑺ 市対策本部長の権限 （省略） 

  ⑻ 配備の命令を受けた職員の行動 

  ⑼ 市対策本部の廃止  （省略） 

 

 ２ 通信の確保 （省略） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑺ 市対策本部における広報等 （省略） 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑻ 現地調整所の設置 （省略） 

  ⑼ 市対策本部長の権限 （省略） 

  ⑽ 配備の命令を受けた職員の行動 （省略） 

  ⑾ 市対策本部の廃止 （省略） 

 
 ２ 通信の確保 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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第３章 関係機関相互の連携 

 

 
  

１ 国・県の対策本部との連携 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 国・県の現地対策本部との連携 

    市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊密

な連携を図る。また、運営が効率的であると判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の上、共

同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。 

 

 

 

２ 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長への措置要請等～９ 市民への協力要請 （省略） 

 

第３章 関係機関相互の連携 

 

 
 

１ 国・県の対策本部との連携 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 国・県の現地対策本部との連携 

    市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本部と緊密

な連携を図る。また、運営が効率的であると判断される場合には、必要に応じて、県・国と調整の上、

共同で現地対策本部を設置し、適宜情報交換等を行うとともに、共同で現地対策本部の運用を行う。 

また、国の現地対策本部長が武力攻撃事態等合同対策協議会を開催する場合には、当該協議会へ参加

し、国民保護措置に関する情報の交換や相互協力に努める。 

 

２ 知事、指定行政機関の長、指定地方行政機関の長への措置要請等～９ 市民への協力要請 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

   

第４章 警報及び避難の指示等 

第１ 警報の伝達等 

 
 

１ 警報の内容の伝達等 

 

  ⑴ 警報の内容の伝達 

① 市は、県から警報の内容の通知を受けた場合には、あらかじめ定められた伝達方法（伝達先、手

段、伝達順位） により、速やかに住民及び関係のある公私の団体（消防団、自治会、社会福祉協議

会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会、病院、学校など） に警報の内容を伝達する。 

 

 

 

⑵ 警報の内容の通知 

   ① （省略） 

 

   ② 市は、警報が発令された旨の報道発表については速やかに行うとともに、市のホームページ

（http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/） に警報の内容を掲載する。※市長から関係機関への警

報の通知・伝達の仕組みを図示すれば、下記のとおり。 

第４章 警報及び避難の指示等 

第１ 警報の伝達等 

 
 

１ 警報の内容の伝達等 

 

  ⑴ 警報の内容の伝達 

① 市は、県から警報の内容の通知を受けた場合、又は全国瞬時警報システム（Ｊアラート）、緊急情

報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）により情報を入手した場合には、あらかじめ定められた伝

達方法（伝達先、手段、伝達順位） により、速やかに住民及び関係のある公私の団体（消防団、自治

会、社会福祉協議会、農業協同組合、漁業協同組合、森林組合、商工会、病院、学校など） に警報の

内容を伝達する。 

 

⑵ 警報の内容の通知 

   ① （省略） 

 

   ② 市は、警報が発令された旨の報道発表については速やかに行うとともに、市のホームページ

（http://www.city.minamiawaji.hyogo.jp/） に警報の内容を掲載する。※市長から関係機関への警

報の通知・伝達の仕組みを図示すれば、下記のとおり。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市は、武力攻撃事態等において、市民の生命、身体及び財産を保護するため、警報の内容の迅速かつ

的確な伝達及び通知を行うことが極めて重要であることから、警報の伝達及び通知等に必要な事項につ

いて、以下のとおり定める。 

市は、武力攻撃事態等において、市民の生命、身体及び財産を保護するため、警報の内容の迅速かつ

的確な伝達及び通知を行うことが極めて重要であることから、警報の伝達及び通知等に必要な事項につ

いて、以下のとおり定める。 

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、県、他の市町村、指定公共機関等その他関

係機関と相互に密接に連携することとし、それぞれの関係機関と市との連携を円滑に進めるために必要

な事項について、以下のとおり定める。 

市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するため、国、県、他の市町村、指定公共機関等その他関

係機関と相互に密接に連携することとし、それぞれの関係機関と市との連携を円滑に進めるために必要

な事項について、以下のとおり定める。 



南あわじ市国民保護計画 新旧対照表 
現  行  計  画 変   更   案 判  定 

 

37 

 
 

 

 

２ 警報の内容の伝達方法 

  ⑴ 警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有する伝達手段に基づき、原則として以

下の要領により行う。 

 

 

   ① （省略） 

   ② 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市が含まれない場合 

この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、ひょうご防災ネット、ＣＡＴＶ放送、ホ

ームページへの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。 

なお、市長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して市民に周知を図る。 

 

 

 

また、広報車の使用、消防団や自主防災組織による伝達、自治会等への協力依頼などの屋外拡声器

による伝達以外の方法も活用する。 

 

  ⑵ ～⑶ （省略）  

 

  ⑷ 市は、高齢者、障害者、外国人等に対する警報の内容の伝達においては、以下の点に配慮する。 

また、防災・福祉部局との連携の下で避難支援プランを活用するなど、災害時要援護者に迅速に正し

い情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。 

 

①～④ （省略） 

 

  ⑸ （省略） 

 

３ 緊急通報の伝達及び通知 （省略） 

 

 

 

 

 
 

 

２ 警報の内容の伝達方法 

⑴ 警報の内容は、全国瞬時警報システム（Ｊアラート）、緊急情報ネットワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅ

ｔ）等を活用し、地方公共団体に伝達される。市長は、全国瞬時警報システム（Jアラート）と連携して

いる情報伝達手段等により原則として以下の要領により行う。 

   ① （省略） 

   ② 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市が含まれない場合 

この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、ひょうご防災ネット、ＣＡＴＶ放送、ホ

ームページへの掲載をはじめとする手段により、周知を図る。 

なお、市長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して市民に周知を図る。 

※ 全国瞬時警報システム（Ｊアラート）によって情報が伝達されなかった場合においては、緊急情報ネッ

トワークシステム（Ｅｍ－Ｎｅｔ）によって伝達された情報をホームページ等に掲載する等により、周

知を図る。 

また、広報車の使用、消防団や自主防災組織による伝達、自治会等への協力依頼などの屋外拡声器

による伝達以外の方法も活用する。 

 

  ⑵ ～⑶ （省略）  

 

  ⑷ 市は、災害時要援護者（要配慮者）に対する警報の内容の伝達においては、以下の点に配慮する。 

また、防災・福祉部局との連携の下、災害時要援護者名簿を活用するなど、災害時要援護者に迅速に

正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制及び災害時要援護者避難支援マニュアルの整

備に努める。 

 

   ①～④ （省略） 

 

  ⑸ （省略） 

 

３ 緊急通報の伝達及び通知 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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第２ 避難住民の誘導等 

 
 

    

 

１ 避難の指示の通知・伝達 （省略） 

 

 

 
 

２ 避難実施要領の策定 

  ⑴ 避難実施要領の策定 

   ① （省略） 

 

   ② 市長は、避難実施要領の策定にあたっては、次の点に留意するものとする。 

 

    ア～キ （省略） 

 

    ク 高齢者、障害者その他特に配慮を要する者への対応 

      高齢者、障害者、乳幼児等、自ら避難することが困難な者の避難誘導を円滑に実施するために、

これらの者への対応方法を記載する。 

 

    ケ～シ （省略） 

 

  ⑵①～⑤ （省略） 

 

   ⑥ 要援護者の避難方法の決定（避難支援プラン、災害時要援護者支援班の設置） 

 

   ⑦～⑩ （省略） 

 

  ⑶～⑷ （省略） 

第２ 避難住民の誘導等 

 
 

   

 

１ 避難の指示の通知・伝達 （省略） 

 

 

 
 

２ 避難実施要領の策定 

  ⑴ 避難実施要領の策定 

   ① （省略） 

 

   ② 市長は、避難実施要領の策定にあたっては、次の点に留意するものとする。 

 

    ア～キ （省略） 

 

ク 災害時要援護者への対応 

災害時要援護者の避難誘導を円滑に実施するために、これらの者への対応方法を記載する。 

 

    ケ～シ （省略） 

 

  ⑵①～⑤ （省略） 

 

   ⑥ 要援護者の避難方法の決定（個別避難計画、福祉対策班の設置） 

 

 

   ⑦～⑩ （省略） 

 

  ⑶～⑷ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

市は、県の避難の指示に基づいて、避難実施要領を作成し、避難住民の誘導を行うこととなる。市が市

民の生命、身体、財産を守るための責務の中でも非常に重要なプロセスであることから、避難の指示の住

民等への通知・伝達及び避難住民の誘導について、以下のとおり定める。  

市は、県の避難の指示に基づいて、避難実施要領を作成し、避難住民の誘導を行うこととなる。市が市

民の生命、身体、財産を守るための責務の中でも非常に重要なプロセスであることから、避難の指示の住

民等への通知・伝達及び避難住民の誘導について、以下のとおり定める。  
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３ 避難住民の誘導 

  ⑴ 市長による避難住民の誘導 

    市長は、避難実施要領で定めるところにより、市の職員並びに消防団長を指揮し、淡路広域消防事務

組合消防本部と緊密に連携し、避難住民及び誘導する職員等の安全の確保に十分に配慮のうえ、避難住民

を誘導する。その際、避難実施要領の内容に沿って、自治会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。

ただし、緊急の場合には、この限りではない。 

    また、市長は、避難実施要領に沿って、避難経路の要所要所に職員を配置して、各種の連絡調整に当

たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して、誘導の円滑化を図る。また、職員には、住民に

対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう毅然とした態度での活動を徹底させ、防災服、腕章、

旗、特殊標章等を携行させる。 

    なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不安も一層高まる傾向にあることから、

避難誘導員が、避難経路の要所要所において、夜間照明（投光器具、車のヘッドライト等）を配備するな

ど住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。 

    市長は、避難住民の誘導に関し特に必要があると認めるときは、淡路広域消防事務組合の管理者に対

し、当該消防本部の消防長に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求めるなど、必要な連携を

図る。 

  

 

 

  ⑵ 消防機関の活動 

    淡路広域消防事務組合消防本部は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、市長の定める

避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施する

とともに、自力歩行困難な災害時要援護者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活用

した避難住民の誘導を行う。 

    消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、淡路広域消防事務組合消防本部と連携しつつ、自

主防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、災害時要援護者に関する情報の確認や

要避難地域内残留者の確認等を担当するなど地域とのつながりを活かした活動を行う。 

 

  ⑶～⑸ （省略）  

 

  ⑹ 高齢者、障害者、乳幼児等への配慮 

    市長は、高齢者、障害者、乳幼児等の避難を万全に行うため、災害時要援護者支援班を設置し、社会

福祉協議会、民生・児童委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力して、災害時要援護者への連

絡、運送手段の確保を的確に行うものとする。また、避難支援プランを策定した場合には、民生委員と社

会福祉協議会との十分な協議の上、当該プランに沿って対応を行う。 

 

また、自ら管理する老人福祉施設、障害者福祉施設、幼稚園、保育所、養護学校等において、拡声装置

等による警報、避難方法等の伝達、職員による引率、保護者への連絡及び引渡し、避難の誘導等の施設の

管理者一般に広く期待される措置のほか、自ら避難することが困難な者に対して、車いすや担架による移

動の補助、車両による搬送などのできる限りの措置を講ずるよう努める。 

 

  ⑺～⒁ （省略） 

 

 

 

 

３ 避難住民の誘導 

  ⑴ 市長による避難住民の誘導 

    市長は、避難実施要領で定めるところにより、市の職員並びに消防団長を指揮し、淡路広域消防事務

組合と緊密に連携し、避難住民及び誘導する職員等の安全の確保に十分に配慮の上、避難住民を誘導す

る。その際、避難実施要領の内容に沿って、自治会、学校、事業所等を単位として誘導を行う。ただ

し、緊急の場合には、この限りではない。 

    また、市長は、避難実施要領に沿って、避難経路の要所要所に職員を配置して、各種の連絡調整に当

たらせるとともに、行政機関の車両や案内板を配置して、誘導の円滑化を図る。また、職員には、住民

に対する避難誘導活動への理解や協力を得られるよう毅然とした態度での活動を徹底させ、防災服、腕

章、旗、特殊標章等を携行させる。 

    なお、夜間では、暗闇の中における視界の低下により人々の不安も一層高まる傾向にあることから、

避難誘導員が、避難経路の要所要所において、夜間照明（投光器具、車のヘッドライト等）を配備する

など住民の不安軽減のため必要な措置を講ずる。 

    市長は、避難住民の誘導に関し特に必要があると認めるときは、淡路広域消防事務組合の管理者に対

し、当該消防本部の消防長に対して必要な措置を講ずべきことを指示するよう求めるなど、必要な連携

を図る。 

    市長は、大規模集客施設からの一時滞在者等を避難誘導する場合、当該施設管理者と十分に連携し、

必要な対策をとるものとする。 

 

  ⑵ 消防機関の活動 

    淡路広域消防事務組合は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、市長の定める避難実施

要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を実施するととも

に、避難行動要支援者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活用した避難住民の誘

導を行う。 

    消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、淡路広域消防事務組合消防本部と連携しつつ、自

主防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、避難行動要支援者に関する情報の確

認や要避難地域内残留者の確認等を担当するなど地域とのつながりを活かした活動を行う。 

 

  ⑶～⑸ （省略）  

 

  ⑹ 災害時要援護者への配慮 

    市長は、災害時要援護者の避難を万全に行うため、福祉対策班を設置し、社会福祉協議会、民生・児

童委員、介護保険制度関係者、障害者団体等と協力して、災害時要援護者への連絡、運送手段の確保を

的確に行う（「避難行動要支援者名簿」を活用しながら対応を行う。その際、民生委員・児童委員と社

会福祉協議会との十分な協議の上、その役割を考える必要がある。）。また、個別支援計画を策定した

場合には、民生委員と社会福祉協議会との十分な協議の上、当該計画に沿って対応を行う。 

    また、自ら管理する老人福祉施設、障害者福祉施設、幼稚園、保育所、養護学校等において、拡声装

置等による警報、避難方法等の伝達、職員による引率、保護者への連絡及び引渡し、避難の誘導等の施

設の管理者一般に広く期待される措置のほか、自ら避難することが困難な者に対して、車いすや担架に

よる移動の補助、車両による搬送などのできる限りの措置を講ずるよう努める。 

 

  ⑺～⒁ （省略） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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４ 避難の類型 

  ⑴ 屋内への避難 

    弾道ミサイル攻撃など極めて短時間での避難が必要な場合や、ゲリラや特殊部隊による攻撃が突発的

に発生した場合などにおいては、できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や地下施設に直

ちに避難する。その後、事態の推移、被害の状況等に応じ、(2)～(4)の類型により、他の安全な地域へ

避難する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑵ 市内の避難 

市内において避難する場合は、徒歩を原則として、市内の避難施設に避難する。 

また、市内であっても遠方への避難が必要な場合は、市長が要請したバス等により避難を行う。この

場合においては、住民は、徒歩を原則として、一時集合場所へ移動した後に、バス等に分乗する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑶ 島内他市への避難 

島内の他市へ避難する場合は、住民は、徒歩を原則として、一時集合場所へ移動した後、知事が要請

したバス等により避難を行う。 

また、路線バス等の公共交通機関が利用可能な場合は、当該交通手段による避難も行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 
・近傍のコンクリート造

り等の堅ろうな施設 

・建築物の地階 等 

住民 

徒歩(原則) 

自宅等での待避 

市内の 

避難施設 

住民 

一時集合 

場  所 

遠方の地域 

バス等 

市長 

要請 

徒歩(原則) 徒歩(原則) 

住民 

一時集合 

場  所 

一時集合 

場  所 

他市の 

避難施設 
バス等 

知事 

要請 徒歩(原則) 

徒歩(原則) 
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  ⑷ 島外県内他市町又は県外への避難 

島外県内他市町又は他の都道府県への避難が必要な場合は、原則として、船舶、路線バス等の公共交

通機関による避難を行う。この場合においては、住民は、徒歩を原則として、港湾等に集合し、指定さ

れた公共交通機関により避難する。 

また、知事が要請したバス等により避難する場合は、住民は、徒歩を原則として、一時集合場所へ移

動した後、バス等により避難を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

着上陸侵攻の場合 

 

 ① 大規模な着上陸侵攻やその前提となる反復した航空攻撃等の本格的な侵略事態に伴う避難については、

事前の準備が可能である一方、国民保護措置を実施すべき地域が広範囲となり、県の区域を越える避難に

伴う我が国全体としての調整等が必要となり、国の総合的な方針を待って対応することが必要となる。 

   このため、県モデル計画における整理と同様、着上陸侵攻に伴う避難は、事態発生時における国の総合

的な方針に基づき避難を行うことを基本として、平素からかかる避難を想定した具体的な対応について

は、定めることはしない。 

 

（新設） 

 

 

 

ゲリラ・特殊部隊による攻撃の場合 

 ① ゲリラ・特殊部隊による攻撃においても、国対策本部長の避難措置の指示及び知事による避難の指示を

踏まえて、避難実施要領を策定し、迅速に避難住民の誘導を実施することが基本である。 

   なお、急襲的な攻撃に際しては、避難措置の指示を待たずに、退避の指示、警戒区域の設定等を行う必

要が生じるが、その際にも、事後的に避難措置の指示が出されることが基本である。 

 

 

５ 避難にあたって留意すべき事項 

 

  ⑴ 着上陸侵攻の場合 

   ① 大規模な着上陸侵攻やその前提となる反復した航空攻撃等の本格的な侵略事態に伴う避難は、事前

の準備が可能である一方、国民保護措置を実施すべき地域が広範囲となり、県の区域を越える避難に伴

う我が国全体としての調整等が必要となるため、国の総合的な方針としての具体的な避難措置の指示を

待って行うことを基本とする。 

     また、国対策本部長は、避難措置の指示に先だって、事前に避難対象となる市民数や想定される避

難の方法等について、関係都道府県知事から意見聴取を行うものとされており、知事は、国対策本部長

による当該避難措置の指示が円滑に行えるよう、これらの関連する情報について、消防庁を通じて、国

対策本部長に早急に連絡することとしている。 

   ② 市は、避難の誘導に当たっては、県及び県警察と連携（協力）して大規模な住民避難が行われ 

ることに伴う混乱発生の防止に努める。 

 

  ⑵ ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合 

   ① 国対策本部長による避難措置の指示及び知事による避難の指示が行われた場合には、市長は、早急

に避難の指示の伝達を行い、当該要避難地域からの避難住民の誘導を迅速に実施する。 

 

 

 

   ② 攻撃がまさに行われており、住民に危害が及ぶおそれがある地域においては、市長は、当初は知事

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

住民 

一時集合 

場  所 

一時集合 

場  所 

島外他市町又は 

県外の避難施設 バス等 

知事 

要請 

住民 

公共交通機関 

徒歩(原則) 

徒歩(原則) 

港湾等 

徒歩(原則) 
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② その際、ゲリラ・特殊部隊による攻撃からの避難は、多くの場合は、攻撃の排除活動と並行して行われ

ることが多いことから、警報の内容等とともに、現場における自衛隊、神戸海上保安部等及び県警察から

の情報や助言等を踏まえて、最終的には、住民を要避難地域の外に避難させることとなる。その際、武力

攻撃がまさに行われており、住民に危害が及ぶおそれがある地域については、攻撃当初は一時的に屋内に

避難させ、移動の安全が確保された後、適当な避難先に移動させることが必要となる。 

 

 

 ③ 以上から、避難実施要領の策定に当たっては、各執行機関、消防機関、県、県警察、神戸海上保安部

等、自衛隊等の関係機関の意見を聴き、それらの機関からの情報や助言を踏まえて、避難の方法を策定す

ることが必要であり、また、事態の変化等に機敏に対応するため、現場における関係機関の情報を共有

し、関係機関からの助言に基づく的確な措置を実施できるよう、現地調整所を設けて活動調整に当たるこ

ととする。 

 

○ 避難に比較的時間に余裕がある場合の対応 

   「一時避難場所までの移動」～「一時避難場所からのバス等の運送手段を用いた移動」といった手順が

一般には考えられる。 

○ 昼間の都市部において突発的に事案が発生した場合の対応 

当初の段階では、個々人がその判断により危険回避のための行動を取るとともに、県警察、消防機関、

神戸海上保安部等、自衛隊等からの情報や助言に基づき、各地域における屋内避難や移動による避難を決

定することとなる。 

特にこの場合、初動時には、住民や滞在者の自主的な避難に頼らざるを得ないことから、平素から、住

民が緊急時にいかに対応すべきかについて問題意識を持ってもらうことが必要である。 

※ ゲリラ・特殊部隊による攻撃については、相手の攻撃の意図や目的により、攻撃の態様も様々である

が、少人数のグループにより行われるため、使用可能な武器も限定され、被害の範囲も一般には狭い範囲

に限定される。 

特に、最小限の攻撃で最大の心理的又は物理的効果を生じさせることが考えられることから、都市部の

政治経済の中枢、原子力関連施設、危険物質等の取扱所などは、攻撃を受ける可能性が一般に高く、注意

が必要である。 

 

弾道ミサイル攻撃の場合 

① 弾道ミサイル攻撃においては、実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、住民は

屋内に避難することが基本である。 

   （実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、できるだけ近傍のコンクリート造り

等の堅ろうな施設や建築物の地階、地下街、地下駅舎等の地下施設に避難することとなる。） 

 

② 以下の措置の流れを前提として、避難実施要領の内容は、あらかじめ出される避難措置の指示及び避難

の指示に基づき、弾道ミサイルが発射された段階で迅速に個々人が対応できるよう、その取るべき行動を

周知することが主な内容となる。 

 

（弾道ミサイル攻撃の場合の措置の流れ） 

ア 国対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発令、避難措置を指示 

 

 

 

 

 

による屋内への一時避難の指示を伝達し、移動の安全が確認された後、関係機関が安全の措置を講じ

つつ適当な避難先に移動させる等適切な対応を行う。 

 

   ③ 急襲的な攻撃に際しては、国対策本部長による避難措置の指示及び知事による一時避難の指示を待

たずに、退避の指示、警戒区域の設定等を行い、危険な地域への一般住民の立入禁止を徹底する。そ

の際にも事後的に避難措置の指示が出されることが基本である。 

 

   ④ その際、ゲリラ・特殊部隊による攻撃からの避難は、多くの場合は、攻撃の排除活動と並行して行

われることが多いことから、警報の内容等とともに、現場における自衛隊、神戸海上保安部及び県警

察からの情報や助言等を踏まえて、最終的には、住民を要避難地域の外に避難させることとなる。そ

の際、武力攻撃がまさに行われており、住民に危害が及ぶおそれがある地域については、攻撃当初は

一時的に屋内に避難させ、移動の安全が確保された後、適当な避難先に移動させることが必要とな

る。 

 

   ⑤ 以上から、避難実施要領の策定に当たっては、各執行機関、消防本部、市消防団、県、県警察、神

戸海上保安部、自衛隊等の関係機関の意見を聴き、それらの機関からの情報や助言を踏まえて、避難

の方法を策定することが必要であり、また、事態の変化等に機敏に対応するため、現場における関係

機関の情報を共有し、関係機関からの助言に基づく的確な措置を実施できるよう、現地調整所を設け

て活動調整に当たることとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑶ 弾道ミサイルによる攻撃の場合 

① 弾道ミサイル攻撃においては、実際に弾道ミサイルが発射されたとの警報が発令されたときは、住

民は屋内に避難（できるだけ近傍のコンクリート造り等の堅ろうな施設や建築物の地階等の地下施設

に避難）することが基本である。 

 

 

② このため、市長は、あらかじめ出される「国対策本部長による避難措置の指示」及び「知事による

避難の指示」に基づき、避難実施要領を策定し、住民個々人が迅速に対応できるよう、その取るべき

行動を周知する。 

 

③ なお、着弾直後については、その弾頭の種類や被害の状況が判明するまで屋内から屋外に出ること

は危険を伴うことから、知事は、屋内避難の指示を継続するとともに、被害内容が判明後、国対策本

部長からの避難措置の指示の内容を踏まえ、他の安全な地域への避難を行うなど、避難措置の指示の

内容に沿った避難の指示を行うものとされている。 

 

※ 弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標

を特定することは極めて困難である。 

このため、弾道ミサイルの主体（国又は国に準じる者）の意図等により攻撃目標は変化するととも
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（県計画に即した修正） 
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国対策本部長     警報の発令、避難措置の指示 

（その他、記者会見等による国民への情報提供） 

 

知        事     避難の指示 

 

 

市        長     避難実施要領の策定 

 

イ  実際に弾道ミサイルが発射されたときは、国対策本部長がその都度警報を発令 

※  弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射された段階で攻撃目標を

特定することは極めて困難である。 

このため、弾道ミサイルの主体（国又は国に準じる者）の意図等により攻撃目標は変化するととも

に、その保有する弾道ミサイルの精度により、実際の着弾地点は変わってくる。このため、すべての市

町村に着弾の可能性があり得るものとして、対応を考える必要がある。 

また、急襲的に航空攻撃が行われる場合についても、弾道ミサイルの場合と同様の対応をとるものと

する。 

 

  （新設） 

 

 

 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、その保有する弾道ミサイルの精度により、実際の着弾地点は変わってくる。このため、全ての市町

に着弾の可能性があり得るものとして、対応を考える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑷ 航空攻撃の場合 

    急襲的に航空攻撃が行われる場合については、攻撃の目標地を限定せずに広範囲に屋内避難が指示さ

れることから、弾道ミサイル攻撃の場合と同様の対応を取るものとする。 

 

  ⑸ ＮＢＣ攻撃の場合 

    知事は、消防機関及び県警察等の避難誘導をする者に防護服を着用させるなど、安全を図るための措

置を講ずるよう努めるとともに、攻撃の特徴に留意しつつ、必要な措置を講ずるものとされている。市

長はこれに準じて行うよう努める。 

 

【ＮＢＣ攻撃における避難の留意点】 

攻撃の種類 留 意 点 

核 攻 撃 等 ① 核爆発に伴う熱線、爆風等による直接の被害を受ける地域 

・攻撃当初の段階は、爆心地周辺から直ちに離れ、地下施設等に避難 

・一定時間経過後、放射線の影響を受けない安全な地域に避難 

・放射性ヨウ素による体内汚染が予想されるときは安定ヨウ素剤の服用等

を指示 

② 放射性降下物からの放射線による被害を受けるおそれがある地域 

・放射線の影響を受けない安全な地域に避難 

・外部被ばくを最小限に抑えるため、風下を避けて風向きとなるべく垂直

方向に避難 

③ ダーティボムによる攻撃の場合 

攻撃場所から直ちに離れ、できるだけ近傍の地下施設等への避難 

生物剤による攻撃 ・攻撃場所から直ちに離れ、外気からの密閉性の高い屋内の部屋又は感染の

おそれのない安全な地域に避難 

・ヒトや動物を媒体とする生物剤による攻撃の場合は、攻撃が行われた時

期、場所等の特定が通常困難であり、市民を避難させるのではなく、感染

者を入院させて治療 

化学剤による攻撃 ・攻撃場所から直ちに離れ、外気からの密閉性の高い屋内の部屋又は風上の

高台など汚染のおそれのない安全な地域に避難 

・化学剤は一般的に空気より重いため、可能な限り高所に避難 
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（県計画に即した修正） 
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（県計画に即した修正） 
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第５章 救援 

 

１ 救援の実施 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 救援の実施及び補助 

    市長は、上記(1)により、知事から実施すべき措置の内容及び期間の通知があったときは、次に掲げる

措置のうちで実施することとされた救援に関する措置を、県と密接に連携のうえ関係機関の協力を得て行

う。 

    また、県と上記で実施することとされた措置を除き、知事が実施する措置の補助を行う。 

   ① 収容施設の供与 

   ② 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

   ③ 被服、寝具その他生活必需品等の給与又は貸与 

   ④ 医療の提供及び助産 

   ⑤ 被災者の捜索及び救出 

   ⑥ 埋葬及び火葬 

   ⑦ 電話その他の通信設備の提供 

   ⑧ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

   ⑨ 学用品の給与 

   ⑩ 死体の捜索及び処理 

   ⑪ 障害物の除去 

 

２ 関係機関との連携 （省略） 

 

３ 救援の内容 

 

  ⑴ 救援の基準等 

    市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律による救援の程度及び方法の基準」（平成１６年厚生労働省告示第３４３号※資料編資料５。以下「救

援の程度及び基準」という。）及び県保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。 

    市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難であると判断する場合には、知

事に対し、厚生労働大臣に特別な基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。 

 

  ⑵ （省略）  

 

 

第５章 救援 

 

１ 救援の実施 

  

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 救援の実施及び補助 

    市長は、上記(1)により、知事から実施すべき措置の内容及び期間の通知があったときは、次に掲げる

措置のうちで実施することとされた救援に関する措置を、県と密接に連携のうえ関係機関の協力を得て

行う。 

    また、県と上記で実施することとされた措置を除き、知事が実施する措置の補助を行う。 

   ① 収容施設の供与 

   ② 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

   ③ 被服、寝具その他生活必需品等の給与又は貸与 

   ④ 医療の提供及び助産 

   ⑤ 被災者の捜索及び救出 

   ⑥ 遺体の火葬等 

   ⑦ 電話その他の通信設備の提供 

   ⑧ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

   ⑨ 学用品の給与 

   ⑩ 死体の捜索及び処理 

   ⑪ 障害物の除去 

 

２ 関係機関との連携 （省略） 

 

３ 救援の内容 

 

  ⑴ 救援の基準等 

    市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法

律による救援の程度及び方法の基準」（平成25年内閣府告示第229号※資料編資料10。以下「救援の程度

及び基準」という。）及び県保護計画の内容に基づき救援の措置を行う。 

    市長は、「救援の程度及び基準」によっては救援の適切な実施が困難であると判断する場合には、知

事に対し、内閣総理大臣に特別な基準の設定についての意見を申し出るよう要請する。 

  

  ⑵ （省略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

４ 救援の実施方法 

 

１ 収容施設の供与 

  ⑴ 避難所 

    地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第７節避難対策の実施 

第３避難所の開設と運営（※資料編資料２）を準用する。 

 

  ⑵ 応急仮設住宅 

    地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第12節住宅対策計画 

第３公営住宅及び応急仮設住宅の供与（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

   地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第８節食料の供給、第９

節給水計画（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

４ 救援の実施方法 

 

 １ 収容施設の供与 

  ⑴ 避難所 

    地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第５節避難対

策の実施 第６避難所の開設と運用（※資料編資料２）を準用する。 

 

  ⑵ 応急仮設住宅 

    地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第６節住宅対

策計画 第４公営住宅及び応急仮設住宅の供与（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

   地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第７節食料の供

給、第８節飲料水の供給（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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（用語修正） 
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   地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第10節生活必需品の供給

（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ４ 医療の提供及び助産 

   地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第13節医療・助産対策の

実施（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ５ 被災者の捜索及び救出 

   地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第６節人命救出活動の実

施（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ６ 埋葬及び火葬 

   地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第16節行方不明者の捜

索・遺体の火葬等 第３遺体の埋火葬（※資料編資料２）を準用する。 

 

７ 電話その他の通信設備の提供 

   地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第 26 節ライフラインの

応急対策の実施 第３電気通信の確保（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ８ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

   地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第12節住宅対策計画 第

６災害救助法の実施基準 ２住宅の応急修理（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ９ 学用品の給与 

   地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第27節教育対策の実施 

第２災害救助法の実施基準（※資料編資料２）を準用する。 

 

 10 死体の捜索及び処理 

   地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第16節行方不明者の捜

索・遺体の火葬等（※資料編資料２）を準用する。 

 

 11 障害物の除去 

   地域防災計画地震対策編 第３編災害応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第22節障害物の除去（※

資料編資料２）を準用する。 

 

地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第９節生活用品

等の供給（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ４ 医療の提供及び助産 

   地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第３節医療・助

産対策の実施（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ５ 被災者の捜索及び救出 

   地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第２節人命救出

活動の実施（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ６ 遺体の火葬等 

   地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第12節行方不明

者の捜索・遺体の火葬等 第４遺体の火葬等（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ７ 電話その他の通信設備の提供 

   地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第20節ライフラ

インの応急対策の実施 第３電気通信の確保（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ８ 武力攻撃災害を受けた住宅の応急修理 

   地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第６節住宅対策

計画 第９災害救助法の実施基準 ２住宅の応急修理（※資料編資料２）を準用する。 

 

 ９ 学用品の給与 

   地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第21節教育・保

育対策の実施 第４災害救助法の実施基準（※資料編資料２）を準用する。 

 

 10 死体の捜索及び処理 

   地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第12節行方不明

者の捜索・遺体の火葬等（※資料編資料２）を準用する。 

 

 11 障害物の除去 

   地域防災計画自然災害対策編 第３編風水害等応急対策計画 第３章災害応急活動の展開 第19節障害物の

除去（※資料編資料２）を準用する。 

 

（用語修正） 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

第６章  安否情報の収集・提供 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６章  安否情報の収集・提供 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市は、安否情報の収集及び提供を行うに当たっては、他の国民保護措置の実施状況を勘案の上、その緊

急性や必要性を踏まえて行うものとし、安否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答について必要

な事項を以下のとおり定める。 

市は、安否情報の収集及び提供を行うに当たっては、他の国民保護措置の実施状況を勘案の上、その緊

急性や必要性を踏まえて行うものとし、安否情報の収集、整理及び報告並びに照会への回答について必要

な事項を以下のとおり定める。 
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※ 安否情報の収集、整理及び提供の流れを図示すれば、下記のとおりである。 

 

安否情報収集・整理・提供の流れ 

 

 
 

 

 

１ 安否情報の収集 

 

  ⑴ 安否情報の収集 

    市は、避難所において安否情報の収集を行うほか、平素から把握している市が管理する医療機関、諸

学校等からの情報収集、県警察への照会などにより安否情報の収集を行う。 

    また、安否情報の収集は、避難所において、避難住民から任意で収集した情報のほか、住民基本台

帳、外国人登録原票等市が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報等を活用して行う。 

    収集にあたっては、やむを得ない場合を除き、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民につい

ては、安否情報省令第１条に規定する様式第１号（※資料編資料７）を、武力攻撃災害により死亡した住

民については、同様式第２号（※資料編資料７）を用いて行う。 

    ただし、やむを得ない場合は、市長が適当と認める方法により行う。 

 

  ⑵ 安否情報収集の協力要請 

    市は、安否情報を保有する運送機関、医療機関、報道機関等の関係機関に対し、必要な範囲におい

て、安否情報の提供への協力を行うよう要請する場合は、当該協力は各機関の業務の範囲内で行われるも

のであり、当該協力は各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。 

 

※ 安否情報の収集、整理及び提供の流れを図示すれば、下記のとおりである。 

 

安否情報収集・整理・提供の流れ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 安否情報の収集 

 

  ⑴ 安否情報の収集 

    市は、避難所において安否情報の収集を行うほか、平素から把握している市が管理する医療機関、諸

学校等からの情報収集、県警察への照会などにより安否情報の収集を行う。 

    また、安否情報の収集は、避難所において、避難住民から任意で収集した情報のほか、住民基本台

帳、外国人登録原票等市が平素から行政事務の円滑な遂行のために保有する情報等を活用して行う。 

    収集に当たっては、やむを得ない場合を除き、避難住民又は武力攻撃災害により負傷した住民につい

ては、安否情報省令第１条に規定する様式第１号（※資料編資料７）を、武力攻撃災害により死亡した

住民については、同様式第２号（※資料編資料７）を用いて行う。 

    ただし、やむを得ない場合は、市長が適当と認める方法により行う。 

 

  ⑵ 安否情報収集の協力要請 

    市は、安否情報を保有する運送機関、医療機関、報道機関等の関係機関に対し、必要な範囲におい

て、安否情報の提供への協力を行うよう要請する場合は、当該協力は各機関の業務の範囲内で行われる

ものであり、当該協力は各機関の自主的な判断に基づくものであることに留意する。 

 

軽 微 

（時点修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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  ⑶ 安否情報の整理 

    市は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努

める。この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても、その旨がわか

るように整理をしておく。 

 

２ 県に対する報告 

市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報省令第２条に規定する様式第３号（※資料編資

料７）に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含む。）を、電子メールで県に送付する。ただし、事態

が急迫してこれらの方法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。 

 

 

３ 安否情報の照会に対する回答 

  ⑴ 安否情報の照会の受付 

   ①～② （省略） 

 

   ③ 照会の受付にあたっては、様式第４号（※資料編資料７）に記載されている氏名及び住所又は居所

と同一の内容が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳

カードなどにより、当該照会者が本人であることを確認する。 

     ただし、やむを得ない理由により当該書類を提示若しくは提出することができない場合、又は電

話、電子メール等の方法で照会があった場合においては、市長があらかじめ定める適当と認める方法

により、本人確認を行う。 

 

  ⑵ ～⑶ 省略） 

 

４ 日本赤十字社に対する協力 （省略） 

 

  ⑶ 安否情報の整理 

    市は、自ら収集した安否情報について、できる限り重複を排除し、情報の正確性の確保を図るよう努

める。この場合において、重複している情報や必ずしも真偽が定かでない情報についても、その旨がわ

かるように整理をしておく。 

 

２ 県に対する報告 

   市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報省令第１条に規定する様式第３号（※資料編資

料７）に必要事項を記載した書面（電磁的記録を含む。）を、安否情報システム等によりで県に送付す

る。ただし、事態が急迫してこれらの方法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行

う。 

 

３ 安否情報の照会に対する回答 

  ⑴ 安否情報の照会の受付 

   ①～② （省略） 

 

   ③ 照会の受付に当たっては、様式第４号（※資料編資料７）に記載されている氏名及び住所又は居所

と同一の内容が記載されている運転免許証、健康保険の被保険証、外国人登録証明書、住民基本台帳カ

ードなどにより、当該照会者が本人であることを確認する。 

     ただし、やむを得ない理由により当該書類を提示若しくは提出することができない場合、又は電

話、電子メール等の方法で照会があった場合においては、市長があらかじめ定める適当と認める方法に

より、本人確認を行う。 

 

  ⑵ ～⑶ 省略） 

 

４ 日本赤十字社に対する協力 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

第７章 武力攻撃災害への対処 

第１ 武力攻撃災害への対処 （省略） 

 

第２ 応急措置等 

１ 退避の指示 

 

⑴～⑵ （省略） 

 

⑶ 安全の確保等 

    ① 市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二次被害が生じないよう国及び県から

の情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関の活動状況等についての最新情報を共有する

ほか、淡路広域消防事務組合消防本部、県警察、神戸海上保安部等、自衛隊等と現地調整所等にお

いて連携を密にし、活動時の安全の確保に配慮する。 

 

    ② 市の職員及び消防団員が退避の指示に係る地域において活動する際には、市長は、必要に応じて

淡路広域消防事務組合消防本部、県警察、神戸海上保安部等、自衛隊等の意見を聞くなど安全確認

を行った上で活動させるとともに、各職員が最新の情報を入手できるよう緊急の連絡手段を確保

し、また、地域からの退避方法等の確認を行う。 

 

 ③ （省略） 

第７章 武力攻撃災害への対処 

第１ 武力攻撃災害への対処 （省略） 

 

第２ 応急措置等 

１ 退避の指示 （省略） 

 

⑴～⑵ （省略） 

 

⑶ 安全の確保等 

    ① 市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二次被害が生じないよう国及び県から

の情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関の活動状況等についての最新情報を共有する

ほか、淡路広域消防事務組合、県警察、神戸海上保安部等、自衛隊等と現地調整所等において連携

を密にし、活動時の安全の確保に配慮する。 

 

    ② 市の職員及び消防団員が退避の指示に係る地域において活動する際には、市長は、必要に応じて

淡路広域消防事務組合、県警察、神戸海上保安部等、自衛隊等の意見を聞くなど安全確認を行った

上で活動させるとともに、各職員が最新の情報を入手できるよう緊急の連絡手段を確保し、また、

地域からの退避方法等の確認を行う。 

 

 ③ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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２ 警戒区域の設定 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 警戒区域の設定に伴う措置等 

   ① 市長は、警戒区域の設定に際しては、市対策本部に集約された情報のほか、現地調整所における淡

路広域消防事務組合消防本部、県警察、神戸海上保安部等、自衛隊からの助言を踏まえて、その範囲

等を決定する。また、事態の状況の変化等を踏まえて、警戒区域の範囲の変更等を行う。 

     ＮＢＣ攻撃等により汚染された可能性のある地域については、専門的な知見や装備等を有する機関

に対して、必要な情報の提供を求め、その助言を踏まえて区域を設定する。 

 

   ②～③ （省略） 

 

   （新設） 

 

 

   ④ 市長は、知事、警察官、海上保安官又は自衛官から警戒区域の設定を行った旨の通知を受けた場合

は、警戒区域を設定する理由、設定範囲等について情報の共有を図り、警戒区域設定にい伴必要な活

動について調整を行う。 

 

  ⑶ （省略） 

 

３ 武力攻撃災害の拡大防止のための事前の指示 （省略） 

 

４ 土地建物の一時使用等 

 

   市長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げ

る措置を講ずる。 

 

  ア （省略） 

 

  イ 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で、当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支

障となるものの除去その他必要な措置（工作物等を除去したときは、保管） 

 

５ 消防に関する措置等 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 消防機関の活動 

    消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、消防組織法、消防法その他の法令に

基づき、武力攻撃災害から市民を保護するため、消防吏員及び消防団員の活動上の安全確保に配意しつ

つ、消火活動及び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。 

    この場合において、淡路広域消防事務組合消防本部は、その装備・資機材・人員・技能等を活用し武

力攻撃災害への対処を行うとともに、消防団は、淡路広域消防事務組合消防本部消防長の所轄の下で、

消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実状に即した活動を行う。 

 

  ⑶ （省略） 

 

  ⑷ 緊急消防援助隊等の応援要請 

    市長は、(3)による消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断した場合又は武力攻撃災害の規模

等に照らし緊急を要するなど必要と判断した場合は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基本

的な事項に関する計画及び緊急消防援助隊運用要綱に基づき、県知事を通じ又は、必要に応じ、直接に消

防庁長官に対し、緊急消防援助隊等による消火活動及び救助・救急活動の応援等を要請する。 

２ 警戒区域の設定 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 警戒区域の設定に伴う措置等 

   ① 市長は、警戒区域の設定に際しては、市対策本部に集約された情報のほか、現地調整所における淡

路広域消防事務組合、県警察、神戸海上保安部等、自衛隊からの助言を踏まえて、その範囲等を決定

する。また、事態の状況の変化等を踏まえて、警戒区域の範囲の変更等を行う。 

     ＮＢＣ攻撃等により汚染された可能性のある地域については、専門的な知見や装備等を有する機関

に対して、必要な情報の提供を求め、その助言を踏まえて区域を設定する。 

 

   ②～③ （省略） 

 

   ④ 市長は、大規模集客施設からの一時滞在者等を避難誘導する場合、当該施設管理者と十分に連携

し、必要な対策をとるものとする。 

 

   ⑤ 市長は、知事、警察官、海上保安官又は自衛官から警戒区域の設定を行った旨の通知を受けた場合

は、警戒区域を設定する理由、設定範囲等について情報の共有を図り、警戒区域設定に伴い必要な活

動について調整を行う。 

 

  ⑶ （省略） 

 

３ 武力攻撃災害の拡大防止のための事前の指示 （省略） 

 

４ 土地建物の一時使用等 

 

   市長は、武力攻撃災害への対処に関する措置を講ずるため緊急の必要があると認めるときは、次に掲げ

る措置を講ずる。 

 

  ア （省略） 

 

  イ 武力攻撃災害を受けた現場の工作物又は物件で、当該武力攻撃災害への対処に関する措置の実施の支

障となるものの除去その他必要な措置（工作物等を除去したときは、保管する。） 

 

５ 消防に関する措置等 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 消防機関の活動 

    消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、消防組織法、消防法その他の法令に

基づき、武力攻撃災害から市民を保護するため、消防吏員及び消防団員の活動上の安全確保に配意しつ

つ、消火活動及び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。 

    この場合において、淡路広域消防事務組合は、その装備・資機材・人員・技能等を活用し武力攻撃災

害への対処を行うとともに、消防団は、淡路広域消防事務組合消防本部消防長の所轄の下で、消防団が

保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実状に即した活動を行う。 

 

  ⑶ （省略） 

 

  (4) 緊急消防援助隊等の応援要請 

    市長は、(3)による消防の応援のみでは十分な対応が取れないと判断した場合又は武力攻撃災害の規模

等に照らし緊急を要するなど必要と判断した場合は、緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基

本的な事項に関する計画及び緊急消防援助隊の応援等の要請等に関する要綱に基づき、県知事を通じ又

は、必要に応じ、直接に消防庁長官に対し、緊急消防援助隊等による消火活動及び救助・救急活動の応

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 



南あわじ市国民保護計画 新旧対照表 
現  行  計  画 変   更   案 判  定 

 

49 

 

 

⑸～⑺ （省略） 

 

⑻ 安全の確保 

 

 ①～③ （省略） 

 

   ④ 消防団は、施設・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場においては、淡路広域消防

事務組合消防本部と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範囲に限定して活動す

る。 

 

 ⑤ （省略） 

 

第３ 生活関連等施設における災害への対処等 

 

１ 生活関連等施設の安全確保 （省略） 

 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除 

 

  ⑴ （省略） 

 

 【対象】 

  ⑴ （省略）  

 

【措置】 

   ① 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限（消防法第１２条の３） 

 

   ②～③ （省略） 

 

  ⑵ （省略）  

 

 

援等を要請する。 

 

⑸～⑺ （省略） 

 

⑻ 安全の確保 

 

 ①～③ （省略） 

 

   ④ 消防団は、施設・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場においては、淡路広域消防

事務組合と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範囲に限定して活動する。 

 

 ⑤ （省略） 

 

第３ 生活関連等施設における災害への対処等 

 

１ 生活関連等施設の安全確保 （省略） 

 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除 

 

  ⑴ （省略） 

 

 【対象】 

  ⑴ （省略）  

 

【措置】 

   ① 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限（消防法第１２条の３、国民保護法

第103条第３項第１号） 

 

   ②～③ （省略） 

 

  ⑵ （省略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処等 

 
 

１ 武力攻撃原子力災害への対処 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報及び公示等 

   ① 市長は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報を事業所外運搬を行っている原子力事

業者から受けたとき又は指定行政機関の長若しくは知事から通知を受けたときは、あらかじめ定める

連絡方法により、区域を所轄する消防機関に連絡する。 

 

   ② 市長は、消防機関等からの連絡により、放射性物質等の放出又は放出のおそれがあるとの情報を、

第４ 武力攻撃原子力災害及びＮＢＣ攻撃による災害への対処等 

 
 

１ 武力攻撃原子力災害への対処 

 

  ⑴ （省略）  

 

  ⑵ 放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報及び公示等 

   ① 市長は、放射性物質等の放出又は放出のおそれに関する通報を、事業所外運搬を行っている原子力

事業者から受けたとき又は内閣総理大臣及び原子力規制委員会（事業所外運搬に起因する場合にあっ

ては、内閣総理大臣、原子力規制委員会及び国土交通大臣。以下同じ。）若しくは知事から通知を受

けたときは、あらかじめ定める連絡方法により、区域を所轄する消防機関に連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

市は、武力攻撃原子力災害への対処に当たり必要な事項について、以下のとおり定める。また、Ｎ

ＢＣ攻撃による災害への対処については、国の方針に基づき必要な措置を講ずるものとし、必要な事

項について、以下のとおり定める。 

 

市は、武力攻撃原子力災害への対処に当たり必要な事項について、以下のとおり定める。また、Ｎ

ＢＣ攻撃による災害への対処については、国の方針に基づき必要な措置を講ずるものとし、必要な事

項について、以下のとおり定める。 
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事業所外運搬を行っている原子力事業者、指定行政機関又は県より先に把握した場合には、直ちに当

該事業者にその内容を確認するとともに、その旨を以下に掲げる指定行政機関の長及び知事に通報す

る。 

    ア 実用発電用原子炉等に係る事業所外運搬に起因する場合にあっては、経済産業大臣及び国土交通

大臣 

    イ 試験研究用原子炉等に係る事業所外運搬に起因する場合にあっては、文部科学大臣及び国土交通

大臣 

 

   ③～④ （省略） 

  ⑶～⑸ （省略） 

 

  ⑹ 安定ヨウ素剤の配布 

    市長は、安定ヨウ素剤の予防服用に係る防護対策の指標を超える放射性ヨウ素の放出又はそのおそれ

がある場合には、国の対策本部長による服用時機の指示に基づき、県やその他の関係機関と協力して住民

に安定ヨウ素剤を配布し、服用を指示する。 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

  ⑺ 職員の安全の確保 

    市長又は淡路広域消防事務組合管理者は、武力攻撃原子力災害に係る情報について、武力攻撃原子力

災害合同対策協議会等において積極的な収集に努め、当該情報を速やかに提供するなどにより、応急対策

を講ずる職員の安全の確保に配慮する。 

 

２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

市は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方針を踏まえた対応を行うこ

とを基本としつつ、特に、対処の現場における初動的な応急措置を講ずる。 

 

  ⑴～⑷ （省略） 

 

  ⑸ 市長及び淡路広域消防事務組合管理者の権限 

市長又は淡路広域消防事務組合管理者は、知事より汚染の拡大を防止するため協力の要請があったと

きは、措置の実施に当たり、県警察等関係機関と調整しつつ、次の表に掲げる権限を行使する。 

 

 対象物件等 措置 

1号 飲食物、衣類、寝具その他の物件 占有者に対し、以下を命ずる。 

・移動の制限 

・移動の禁止 

・廃棄 

2号 生活の用に供する水 管理者に対し、以下を命ずる。 

・使用の制限又は禁止 

・給水の制限又は禁止 

3号 死体 ・移動の制限 

・移動の禁止 

4号 飲食物、衣類、寝具その他の物件 ・廃棄 

   ② 市長は、消防機関等からの連絡により、放射性物質等の放出又は放出のおそれがあるとの情報を、

事業所外運搬を行っている原子力事業者、内閣総理大臣、原子力規制委員会又は県より先に把握した

場合には、直ちに当該事業者にその内容を確認するとともに、その旨を内閣総理大臣及び原子力規制

委員会並びに知事に通報する。 

 

 

 

 

   ③～④ （省略） 

  ⑶～⑸ （省略） 

 

  ⑹ 安定ヨウ素剤の服用 

    市長は、安定ヨウ素剤の予防服用の実施等については、県地域防災計画等の定めの例により、行うも

のとする。 

 

 

  ⑺ 避難退域時検査及び簡易除染の実施 

    市長は、避難の際の住民等に対する避難退域時検査及び簡易除染の実施については、地域防災計画(原

子力災害対策計画)の定めの例により、行うものとする。 

 

  ⑻ 飲食物の摂取制限等 

    市長は、必要に応じ、飲食物の摂取制限等の措置については、地域防災計画等の定めの例により、行

うものとする。 

 

  ⑼ 職員の安全の確保 

    市長又は淡路広域消防事務組合管理者は、武力攻撃原子力災害に係る情報について、武力攻撃原子力

災害合同対策協議会等において積極的な収集に努め、当該情報を速やかに提供するなどにより、応急対

策を講ずる職員の安全の確保に配慮する。 

 

２ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

市は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方針を踏まえた対応を行うこ

とを基本としつつ、特に、対処の現場における初動的な応急措置を講ずる。 

 

  ⑴～⑷ （省略） 

 

  ⑸ 市長及び淡路広域消防事務組合管理者の権限 

    市長又は淡路広域消防事務組合管理者は、知事より汚染の拡大を防止するため協力の要請があったと

きは、措置の実施に当たり、県警察等関係機関と調整しつつ、次の表に掲げる権限を行使する。 

 

 対象物件等 措置 

1号 飲食物、衣類、寝具その他の物件 占有者に対し、以下を命ずる。 

・移動の制限 

・移動の禁止 

・廃棄 

2号 生活の用に供する水 管理者に対し、以下を命ずる。 

・使用の制限又は禁止 

・給水の制限又は禁止 

3号 死体 ・移動の制限 

・移動の禁止 

4号 飲食物、衣類、寝具その他の物件 ・廃棄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 
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5号 建物 ・立入りの制限 

・立入りの禁止 

・封鎖 

6号 場所 ・交通の制限 

・交通の遮断 

 

市長又は淡路広域消防事務組合管理者は、上記表中の第１号から第４号までに掲げる権限を行使するとき

は、当該措置の名あて人（上記表中の占有者、管理者等）に対し、次の表に掲げる事項を通知する。ただ

し、差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後、相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人に

通知する。 

上記表中第５号及び第６号に掲げる権限を行使するときは、適当な場所に次の表に掲げる事項を掲示す

る。ただし、差し迫った必要があるときは、その職員が現場で指示を行う。 

 

1. 当該措置を講ずる旨 

2. 当該措置を講ずる理由 

3. 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体（上記表中第５号及び第６号に揚げる

権限を行使する場合にあっては、当該措置の対象となる建物又は場所） 

4. 当該措置を講ずる時期 

5. 当該措置の内容 

 

  ⑹ （省略） 

5号 建物 ・立入りの制限 

・立入りの禁止 

・封鎖 

6号 場所 ・交通の制限 

・交通の遮断 

 

市長又は淡路広域消防事務組合管理者は、上記表中の第１号から第４号までに掲げる権限を行使するとき

は、当該措置の名あて人（上記表中の占有者、管理者等）に対し、次の表に掲げる事項を通知する。ただ

し、差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後、相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人に

通知する。 

上記表中第５号及び第６号に掲げる権限を行使するときは、適当な場所に次の表に掲げる事項を掲示す

る。ただし、差し迫った必要があるときは、その職員が現場で指示を行う。 

 

1. 当該措置を講ずる旨 

2. 当該措置を講ずる理由 

3. 当該措置の対象となる建物又は場所（上記表中第５号及び第６号に揚げる権限を行使する場合にあ

っては、適当な場所に掲示） 

4. 当該措置を講ずる時期 

5. 当該措置の内容 

 

  ⑹ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８章 被災情報の収集・報告及び公表 

 

１ 被災情報の収集及び報告 （省略） 

 

２ 被災情報の公表 

 市は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、市民に適時適切な情報提供を

行うため、広報を一元的に行う広報責任者を設置し、あらゆる広報手段を用い、時機を逸することのない

よう迅速に被災情報の公表に努める。 

 

 

  （新設） 

第８章 被災情報の収集・報告及び公表 

 

１ 被災情報の収集及び報告 （省略） 

 

２ 被災情報の公表 

市は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、市民に適時適切な情報提供を

行うため、広報を一元的に行う広報責任者を設置し、あらゆる広報手段を用い、時機を逸することのないよ

う迅速に被災情報の公表に努める。 

 

 

  ⑴ 市民への広報 

    市は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、市民に適時適切な情報提供

や行政相談を行うため、市対策本部における広報広聴体制を整備する。 

   ① 広報責任者の設置 

     武力攻撃事態等において住民に正確かつ積極的に情報提供を行うため、副市長を災害広報責任者と

して、一元的に行う体制を確保する。 

 

   ② 広報手段 

     広報誌、テレビ・ラジオ放送、記者会見、問い合わせ窓口の開設、ホームページ等のほか様々な広

報手段を活用して、市民に迅速に提供できる体制を整備する。 

   ③ 留意事項 

    ア 広報の内容は、事実に基づく正確な情報であることとし、また、広報の時機を逸することのない

よう迅速に対応すること。 

    イ 市対策本部において重要な方針を決定した場合など広報する情報の重要性等に応じて、市長自ら

記者会見を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 
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    ウ 県と連携した広報体制を構築すること。 

  ⑵ 総合相談窓口の設置 

市は、武力攻撃事態等に関する情報、安否情報、又は各種行政相談等にきめ細やかに対応するため、

総合相談窓口を設置する。 

総合相談窓口は、原則として、本庁に設置する。 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

第９章 保健衛生の確保その他の措置 

 

 
 

１ 保健衛生の確保 

 

市は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その状況に応じて、地域防災計画に準

じて、次に掲げる措置を実施する。 

 

  ⑴ 健康対策 

   ① 市は、避難先地域に対して、避難所や被災家庭の生活環境の整備や被災者の健康管理を行うため、

保健師等による巡回健康相談及び家庭訪問を行う。 

   ② 市は、仮設住宅入居者が生活環境の変化に適応し、健康で自立した生活が出来るよう訪問指導、グ

ループワーク、健康相談、健康教育等を実施する。 

 

（新設） 

 

   ③ 市は、巡回健康相談の実施にあたり、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者の心身双方の健康

状況の把握に努める。 

 

  ⑵～⑷ （省略） 

 

  ⑸ 栄養指導対策 

   ① 市は、県と連携し、避難所や仮設住宅等を巡回して被災者等の栄養状況を把握し、早期に栄養状態

を改善するため、栄養士による巡回栄養相談等を実施する。 

 

   ② 市は、避難所解消後においても被災者の食の自立が困難である場合には、巡回栄養相談を継続する

とともに、小グループ単位において栄養健康教育を実施するなど、被災者の栄養バランスの適正化を

支援する。 

 

   ③ 市は、巡回栄養相談の実施にあたり、高齢者、障害者その他特に配慮を要する者をはじめ、被災者

の栄養状態の把握に努める。 

 

２ 廃棄物の処理 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 廃棄物処理対策 

   ① （省略） 

 

   ② 市は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理能力が不足する、または不足す

ると予想される場合については、県に対して他の市町との応援等にかかる要請を行う。 

 

   ③ （省略） 

第９章 保健衛生の確保その他の措置 

 

 
 

 １ 保健衛生の確保 

 

市は、避難先地域における避難住民等についての状況等を把握し、その状況に応じて、地域防災計画に準

じて、次に掲げる措置を実施する。 

 

  ⑴ 健康対策 

   ① 市は、避難先地域に対して、避難所や被災家庭の生活環境の整備や被災者の健康管理を行うため、

保健師等による巡回健康相談及び家庭訪問を行う。 

   ② 市は、仮設住宅入居者が生活環境の変化に適応し、健康で自立した生活が出来るよう訪問指導、グ

ループワーク、健康相談、健康教育等を実施する。 

   ③ 保健・医療・福祉等のサービスの提供、福祉関係者やかかりつけ医師、民生委員・児童委員、地域

住民との連携を図るためのコーディネートについて県に助言、協力を求める。 

 

   ④ 市は、巡回健康相談の実施にあたり、災害時要援護者等の心身双方の健康状況の把握に努める。 

 

 

  ⑵～⑷ （省略） 

 

  ⑸ 栄養指導対策 

   ① 市は、県と連携し、避難所や仮設住宅等を巡回して被災者等の栄養状況を把握し、早期に栄養状態

を改善するため、栄養士による巡回栄養相談等を実施する。 

 

   ② 市は、避難所解消後においても被災者の食の自立が困難である場合には、巡回栄養相談を継続する

とともに、小グループ単位において栄養健康教育を実施するなど、被災者の栄養バランスの適正化を支

援する。 

 

   ③ 市は、巡回栄養相談の実施にあたり、災害時要援護者をはじめ、被災者の栄養状態の把握に努め

る。 

 

２ 廃棄物の処理 

 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 廃棄物処理対策 

   ① （省略） 

 

   ② 市は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理能力が不足する、又は不足する

と予想される場合については、県に対して他の市町との応援等にかかる要請を行う。 

 

   ③ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

市は、避難所等の保健衛生の確保を図り、武力攻撃災害により発生した廃棄物の処理を適切かつ迅速に

行うことが重要であることから、保健衛生の確保その他の措置に必要な事項について、以下のとおり定め

る。 

市は、避難所等の保健衛生の確保を図り、武力攻撃災害により発生した廃棄物の処理を適切かつ迅速に

行うことが重要であることから、保健衛生の確保その他の措置に必要な事項について、以下のとおり定め

る。 
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３ 文化財の保護（省略） 

 

 

 

 

 

３ 文化財の保護 （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章  市民生活の安定に関する措置 

 
 

１ 生活関連物資等の価格安定 （省略） 

 

２ 避難住民等の生活安定等 

 

  ⑴ （省略） 

  ⑵ 公的徴収金の減免等 

    市は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、市税に関する申告、申請

及び請求等の書類、納付または納入に関する期間の延期並びに市税(延滞金を含む)の徴収猶予及び減

免、使用料及び手数料の減免等の措置を、災害の状況に応じて実施する。 

 

３ 生活基盤等の確保  

 

 ⑴ （省略） 

 

⑵ 公共的施設の適切な管理 

    道路及び港湾の管理者として市は、当該公共的施設を適切に管理する。 

第１０章  市民生活の安定に関する措置 

 
 

１ 生活関連物資等の価格安定 （省略） 

 

２ 避難住民等の生活安定等 

 

  ⑴ （省略） 

  ⑵ 公的徴収金の減免等 

    市は、避難住民等の負担軽減のため、法律及び条例の定めるところにより、市税に関する申告、申請

及び請求等の書類、納付又は納入に関する期間の延期並びに市税(延滞金を含む。)の徴収猶予及び減

免、使用料及び手数料の減免等の措置を、災害の状況に応じて実施する。 

 

３ 生活基盤等の確保  

 

 ⑴ （省略） 

 

⑵ 公共的施設の適切な管理 

    道路の管理者として市は、当該公共的施設を適切に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

市は、武力攻撃事態等においては、水の安定的な供給等を実施することから、市民生活の安定に関する

措置について、以下のとおり定める。 

市は、武力攻撃事態等においては、水の安定的な供給等を実施することから、市民生活の安定に関する

措置について、以下のとおり定める。 
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第１１章  特殊標章等の交付及び管理 

 
 

※特殊標章等の意義について （省略） 

  ⑴  （省略） 

 

  ⑵ 特殊標章等の交付及び管理 

    市長、消防長及び水防管理者は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラ

イン（平成17年８月２日閣副安危第３２１号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官

（事態法制担当）通知」に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、それぞれ以下に示す職員等に対

し、特殊標章等を交付及び使用させる（「市（町村）の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱

（例）」及び「消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱（例）」（平成17年10月27日消防国

第３０号国民保護室長通知）を参考。）。 

 

   ① 市長 

    ・ 市の職員（水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員を除く。）で国民保護措置に係る職務を行

うもの 

    ・ 消防団長及び消防団員 

    ・市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

    ・市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

 

   ② 消防長 

    ・ 消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行うもの 

    ・ 消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

    ・消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

 

   ③ 水防管理者 

    ・ 水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員で国民保護措置に係る職務を行うもの 

    ・ 水防管理者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

    ・ 水防管理者が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

 

  ⑶ （省略） 

第１１章  特殊標章等の交付及び管理 

 
 

※特殊標章等の意義について （省略） 

  ⑴ （省略） 

 

  ⑵ 特殊標章等の交付及び管理 

    市長、消防長及び水防管理者は、「赤十字標章等及び特殊標章等に係る事務の運用に関するガイドラ

イン（平成17年8月2日閣副安危第321号内閣官房副長官補（安全保障・危機管理担当）付内閣参事官（事

態法制担当）通知」に基づき、具体的な交付要綱を作成した上で、それぞれ以下に示す職員等に対し、

特殊標章等を交付及び使用させる（「市（町村）の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱（例）」

及び「消防本部の特殊標章及び身分証明書に関する交付要綱（例）」（平成17年10月27日消防国第30号

国民保護室長通知）を参考。）。 

 

   ① 市長 

    ・ 市の職員（水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員を除く。）で国民保護措置に係る職務を行

う者 

    ・ 消防団長及び消防団員 

    ・市長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

    ・市長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

 

   ② 消防長 

    ・ 消防長の所轄の消防職員で国民保護措置に係る職務を行う者 

    ・ 消防長の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

    ・消防長が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

 

   ③ 水防管理者 

    ・ 水防管理者の所轄の水防団長及び水防団員で国民保護措置に係る職務を行う者 

    ・ 水防管理者の委託により国民保護措置に係る業務を行う者 

    ・ 水防管理者が実施する国民保護措置の実施に必要な援助について協力をする者 

 

  ⑶ （省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明書（以下「特殊標章等」

という。）を交付及び管理することとなるため、これらの標章等の適切な交付及び管理に必要な事項につ

いて、以下のとおり定める。 

市は、ジュネーヴ諸条約及び第一追加議定書に規定する特殊標章及び身分証明書（以下「特殊標章等」

という。）を交付及び管理することとなるため、これらの標章等の適切な交付及び管理に必要な事項につ

いて、以下のとおり定める。 
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第４編 復旧等 

第１章 応急の復旧 （省略） 

 

第２章 武力攻撃災害の復旧 

 
 

  ⑴ 国における所要の法制の整備等 

武力攻撃災害が発生したときは、国において財政上の措置その他本格的な復旧に向けた所要の法制が

整備されるとともに、特に、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、本格的な復旧に向けての国全体

としての方向性について速やかに検討することとされており、市は、武力攻撃災害の復旧について、国

が示す方針にしたがって県と連携して実施する。 

 

  ⑵～⑶ （省略） 

 

第３章 国民保護措置に要した費用の支弁等 

 
 

１ 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求 

 ～ 

３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん（省略） 

 

４ 市民の権利利益の救済に係る手続等 

  ⑴ 市民の権利利益の迅速な救済 

    市は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置

に係る不服申立て又は訴訟その他の市民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、市民からの

問い合わせに対応するための総合的な窓口を開設し、手続項目ごとに、以下のとおり担当課を定める。 

    また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、市民の権利利益の救済のため迅速に

対応する。 

 

【市民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 

内   容 担当課 

損失補償 

(法第159条第1

項) 

 

 

特定物資の収用に関すること（法第 81 条第 2項）  

 

防災課 

 

 

 

特定物資の保管命令に関すること（法第81条第3項） 

土地等の使用に関すること（法第82条） 

応急公用負担に関すること（法第113条第1項・第5項） 

（新設） （新設） 

損害補償 

(法第160条) 

市民への協力要請によるもの 

（法第70条第1・3項、80条第1項、115条第1項、123条第1

項） 

不服申立てに関すること（法第6条、175条） 総務課 

訴訟に関すること（法第6条、175条） 

 

第４編 復旧等 

第１章 応急の復旧 （省略） 

 

第２章 武力攻撃災害の復旧 

 
 

  ⑴ 国における所要の法制の整備等 

武力攻撃災害が発生したときは、国において財政上の措置その他本格的な復旧に向けた所要の法制が

整備されるとともに、特に、大規模な武力攻撃災害が発生したときは、本格的な復旧に向けての国全体

としての方向性について速やかに検討することとされており、市は、武力攻撃災害の復旧について、国

が示す方針に従って県と連携して実施する。 

 

  ⑵～⑶ （省略） 

 

第３章  国民保護措置に要した費用の支弁等 

 
 

１ 国民保護措置に要した費用の支弁、国への負担金の請求 

～ 

３ 総合調整及び指示に係る損失の補てん（省略） 

 

４ 市民の権利利益の救済に係る手続等 

  ⑴ 市民の権利利益の迅速な救済 

    市は、武力攻撃事態等の認定があった場合には、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置

に係る不服申立て又は訴訟その他の市民の権利利益の救済に係る手続を迅速に処理するため、市民から

の問い合わせに対応するための総合的な窓口を開設し、手続項目ごとに、以下のとおり担当課を定め

る。 

    また、必要に応じ外部の専門家等の協力を得ることなどにより、市民の権利利益の救済のため迅速に

対応する。 

【市民の権利利益の救済に係る手続項目一覧】 

内   容 担当課 

損失補償 

(国民保護法第

159条第1項) 

 

 

特定物資の収用に関すること（国民保護法第 81 条第 2項）  

 

危機管理課 

 

 

 

特定物資の保管命令に関すること（国民保護法第81条第3項） 

土地等の使用に関すること（国民保護法第82条） 

応急公用負担に関すること（国民保護法第113条第1項・第5

項） 

実費弁償 

（国民保護法第

159条第1項） 

医療の実施の要請等に関すること。（国民保護法第85条第1・2

項） 

損害補償 

(国民保護法第

160条) 

市民への協力要請によるもの 

（国民保護法第70条第1・3項、80条第1項、115条第1項、123条

第1項） 

不服申立てに関すること（国民保護法第6条、175条） 総務課 

訴訟に関すること（国民保護法第6条、175条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（用語修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市が国民保護措置の実施に要した費用については、原則として国が負担することとされており、国民

保護措置に要した費用の支弁等に関する手続等に必要な事項について、以下のとおり定める。 

市は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、武力攻撃災害

の復旧を行うこととし、武力攻撃災害の復旧に関して必要な事項について、以下のとおり定める。 

市は、その管理する施設及び設備について、武力攻撃災害による被害が発生したときは、武力攻撃災害

の復旧を行うこととし、武力攻撃災害の復旧に関して必要な事項について、以下のとおり定める。 

市が国民保護措置の実施に要した費用については、原則として国が負担することとされており、国民

保護措置に要した費用の支弁等に関する手続等に必要な事項について、以下のとおり定める。 
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  ⑵ 市民の権利利益に関する文書の保存 

    市は、市民の権利利益の救済の手続に関連する文書（公用令書の写し、協力の要請日時、場所、協力

者、要請者、内容等を記した書類等）を、市文書管理規定等の定めるところにより、適切に保存する。ま

た、市民の権利利益の救済を確実に行うため、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、安全

な場所に確実に保管する等の配慮を行う。 

    市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場合及び国民保護措置

に関して不服申立て又は訴訟が提起されている場合には保存期間を延長する。 

 

 

  ⑵ 市民の権利利益に関する文書の保存 

    市は、市民の権利利益の救済の手続に関連する文書（公用令書の写し、協力の要請日時、場所、協力

者、要請者、内容等を記した書類等）を、市文書管理規定等の定めるところにより、適切に保存する。

また、市民の権利利益の救済を確実に行うため、武力攻撃災害による当該文書の逸失等を防ぐために、

安全な場所に確実に保管する等の配慮を行う。 

    市は、これらの手続に関連する文書について、武力攻撃事態等が継続している場合及び国民保護措置

に関して不服申立て又は訴訟が提起されている場合には保存期間を延長する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５編 緊急対処事態への対処 

１ 緊急対処事態 （省略） 

 

２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達 

 

   緊急対処事態においては、国の対策本部長により、攻撃の被害又はその影響の及ぶ範囲を勘案して、警

報の内容の通知・伝達の対象となる地域の範囲が決定されることを踏まえ、市は、緊急対処事態における

警報については、その内容を通知及び伝達の対象となる地域を管轄する機関及び当該地域に所在する施設

の管理者等に対し通知及び伝達を行う。 

   緊急対処事態における警報の内容の通知及び伝達については、上記によるほか、武力攻撃事態等におけ

る警報の内容の通知及び伝達に準じて、これを行う。 

第５編 緊急対処事態への対処 

１ 緊急対処事態 （省略） 

 

２ 緊急対処事態における警報の通知及び伝達 

 

   緊急対処事態においては、国の対策本部長により、攻撃の被害又はその影響の及ぶ範囲を勘案して、警

報の内容の通知・伝達の対象となる地域の範囲が決定されることを踏まえ、市は、緊急対処事態における警

報については、その内容を通知及び伝達の対象となる地域を管轄する機関及び当該地域に所在する施設の管

理者等に対し通知及び伝達を行う。 

   緊急対処事態における警報の内容の通知及び伝達については、上記によるほか、武力攻撃事態等におけ

る警報の内容の通知及び伝達に準じて、これを行う。 

 

【本計画における主な用語の読み替え】 

武力攻撃事態等 緊急対処事態 

保護措置 緊急対処保護措置 

国民保護対策本部（長） 緊急対処事態対策本部（長） 

武力攻撃 緊急対処事態における攻撃 

武力攻撃災害 緊急対処事態における災害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

軽 微 

（県計画に即した修正） 

 

 

 

 

 

 

 

 


